
長

谷

川

成

一

�
�

�
�

慶
長
五
年

(

一
六
〇
〇)

、
関
ヶ
原
の
動
乱
の
さ
な
か
、
最
上
義
光
は
上

杉
景
勝
と
の
戦
い
で
窮
地
に
陥
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
乗
り
切
っ
て
、

慶
長
七
年
、
徳
川
家
康
か
ら
出
羽
国
由
利
郡
と
庄
内
三
郡
を
宛
行
わ
れ
て
五

七
万
石

(

五
二
万
石
と
も)

を
領
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
名
実
と
も
に
出

羽
国
最
大
の
大
名
に
の
し
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
山
形
最
上
氏
の
支
配
下
に

入
っ
た
由
利
郡
に
は
、
義
光
の
重
臣
で
楯た

て

岡お
か(

現
山
形
県
村
山
市)
を
本
貫

の
地
と
し
た
本ほ
ん

城じ
ょ
う

満み
つ

茂し
げ

が
赤あ

尾こ
う

津づ

(

赤
宇
津
、
赤
宇
曾
と
も
い
う
。
現
秋
田

県
由
利
郡
岩
城
町)

に
入
部
し
て
三
万
九
〇
〇
〇
石
余
を
領
し

(｢

由
利
郡

惣
高
覚
書｣

本
城
家
文
書)

、
中
世
以
来
の
由
利
衆
に
よ
る
小
名
分
立
支
配

の
状
態
は
、
こ
こ
に
終
焉
を
迎
え
た
。
こ
れ
以
降
、
元
和
八
年(

一
六
二
二)

の
最
上
改
易
に
至
る
約
二
〇
年
間
の
最
上
氏
に
よ
る
支
配
が
、
由
利
郡
に
お

い
て
実
施
さ
れ
た
。

本
城
満
茂
は
、
居
城
を
変
更
す
る
た
び
に
居
城
地
名
を
姓
と
し
た
呼
び
名

が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら(

満
茂
の
呼
び
名
と
し
て
、
楯
岡
豊
前
・
湯
沢
豊
前
・

赤
尾
〈
宇
〉
津
豊
前
・
本
城
豊
前
・
山
形
豊
前
が
あ
る

(

１))

、
煩
雑
さ
を
回
避

す
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
本
城
満
茂
で
統
一
し
て
記
述
す
る
。

最
上
氏
に
よ
る
由
利
郡
支
配
に
つ
い
て
は
、『

本
荘
市
史』

通
史
編
Ⅰ

(

本
荘
市

一
九
八
七
年)

に
執
筆
の
機
会
を
与
え
ら
れ
、
同
市
史
編
纂
の

過
程
で
収
集
し
た
史
資
料
に
基
づ
い
て
、
元
和
八
年
の
最
上
改
易
に
至
る
ま

で
を
叙
述
し
た
。
そ
の
後
、『

秋
田
市
史』

第
八
巻

中
世

史
料
編

(

秋

田
市

一
九
九
六
年)

や

『

能
代
市
史』

資
料
編

中
世
二

(

能
代
市

一

九
九
八
年)

な
ど
の
編
纂
・
刊
行
が
続
き
、
新
た
な
史
資
料
の
提
示
が
な
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
貴
重
な
成
果
が
蓄
積
さ
れ
研
究
が
進

展
し
た
。
こ
れ
ら
の
自
治
体
史
が
、
当
該
の
研
究
分
野
に
大
い
に
貢
献
し
た

こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
最
近
、
小
林
清
治
氏
が

｢『

奥
羽
仕
置』

と
豊
臣
権
力｣

と
題

す
る
論
文
を

『

織
豊
期
研
究』

第
二
号

(

織
豊
期
研
究
会

二
〇
〇
〇
年
、

以
下
小
林
氏
論
文
と
略
記
す
る)

に
発
表
さ
れ
た
。
奥
羽
仕
置
に
つ
い
て
、

豊
臣
政
権
の
国
制
と
の
関
わ
り
で
論
じ
た
大
き
な
構
想
に
基
づ
い
た
精
緻
な

論
稿
で
あ
っ
て
、
私
は
大
い
に
刺
激
を
受
け
る
と
と
も
に
豊
臣
政
権
研
究
の

1

天
正
末
年
〜
慶
長
期
に
お
け
る
出
羽
国
由
利
衆
の
動
向



進
展
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
業
績
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
な
か
で
も
塩

谷
順
耳
氏
の

｢

中
世
史
料
編
補
遺｣

(『

秋
田
市
史
研
究』

六

一
九
九
八
年
、

以
下
、
塩
谷
氏
論
文

(

２)

と
略
記
す
る)

に
み
え
る
新
た
な
年
代
比
定
を
し
た
文

書
に
依
拠
し
た
、
天
正
十
八
年

(

一
五
九
〇)

の
出
羽
仕
置
に
関
す
る
見
解

に
つ
い
て
は
、
従
来
の
豊
臣
政
権
に
よ
る
出
羽
仕
置
の
在
り
方
を
根
底
か
ら

覆
す
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
私
は
そ
れ
に
大
い
に
刺
激
を
受
け
つ
つ
、

改
め
て
出
羽
仕
置
の
実
態
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
に
至
っ
た
。

本
稿
で
は
、
先
学
の
各
研
究
に
学
び
つ
つ
、
塩
谷
氏
論
文
つ
い
で
小
林
氏

論
文
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
由
利
郡
内
の
太
閤
蔵
入
地
の
設
定
時
期
、
豊

臣
期
由
利
衆
の
動
向
、
滝
沢
・
岩
屋
両
氏
の
最
上
氏
家
臣
化
の
過
程
な
ど
を

明
ら
か
に
し
た
い
。
前
掲

『

本
荘
市
史』
に
お
い
て
は
、
同
書
の
性
格
上
、

本
城
氏
の
由
利
支
配
に
重
点
を
お
い
て
叙
述
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、

滝
沢
氏
な
ど
郡
内
の
各
氏
に
つ
い
て
は
言
及
が
乏
し
く
、
不
十
分
な
記
述
に

終
わ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
本
稿
が
、
同
書
の
補
足
的
役
割
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
地
図
１

｢

近
世
初
期
の
出
羽
国
関
係
地

図｣

と
地
図
２

｢

近
世
初
期
の
出
羽
国
由
利
郡
関
係
地
図｣

を
掲
げ
た
の
で
、

本
稿
を
読
み
進
む
上
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。

本
稿
で
、
出
典
と
し
て
多
用
す
る
史
料
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

に
略
記
し
た
。

『

本
荘
市
史』

史
料
編
Ⅰ
上

(

本
荘
市

一
九
八
四
年)

→
『

市
史
Ⅰ
上』

『

本
荘
市
史』

史
料
編
Ⅰ
下

(

本
荘
市

一
九
八
五
年)

→
『

市
史
Ⅰ
下』

2
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豊
臣
政
権
の
出
羽
国
由
利
仕
置
に
つ
い
て
、
小
林
氏
論
文
が
打
ち
出
し
た

新
た
な
見
解
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

(

小
林
氏
論
文
一
一
〜
一

二
頁)

。天
正
十
八
年
十
二
月
か
ら
翌
十
九
年
一
月
ま
で
の
間
に
相
馬
義
胤
、
出

羽
仙
北
の
小
野
寺
義
道
・
戸
沢
光
盛
・
六
郷
弾
正
と
出
羽
由
利
衆
、
さ

ら
に
湊
安
藤
実
季
ら
が
石
高
に
よ
る
秀
吉
領
知
朱
印
状
を
交
付
さ
れ
た

(

相
馬
文
書
他)

。
上
洛
出
仕
と
領
知
朱
印
状
受
領
に
よ
っ
て
、
秀
吉
と

奥
羽
の
大
名
国
人
と
の
主
従
制
は
は
じ
め
て
正
式
に
確
定
し
た
の
で
あ

る
。
伊
達
・
最
上
・
南
部
・
相
馬
な
ど
の
大
名
衆
は
す
で
に
夫
人
を
京

上
さ
せ
て
い
た
が
、
十
八
年
秋
に
最
上
氏
の
山
形
に
移
っ
た
由
利
衆
の

妻
子
が

(

註
17
志
村
書
状)

さ
ら
に
京
都
に
上
っ
た
か
否
か
は
詳
ら
か

で
な
い
。

右
の
記
述
に
よ
る
と
、
天
正
十
八
年
か
ら
同
十
九
年
に
か
け
て
、
一
部
の
例

外
を
除
い
て
奥
羽
の
大
名
・
小
名
た
ち
は
、
秀
吉
か
ら
領
知
朱
印
状
を
発
給

さ
れ
妻
子
を
上
洛
さ
せ
て
秀
吉
と
の
主
従
関
係
を
形
成
し
た
が
、
由
利
衆
は
、

山
形
へ
妻
子
を
移
し
て
上
洛
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の

根
拠
と
な
っ
た
の
が
、
塩
谷
氏
論
文
で
新
た
に
天
正
十
八
年
八
月
十
七
日
と

年
代
比
定
し
た
志
村
光
明
の
書
状
で
あ
っ
た
。
な
お
、
拙
稿

｢

文
禄
・
慶
長

期
津
軽
氏
の
復
元
的
考
察｣

(

拙
編

『

津
軽
藩
の
基
礎
的
研
究』

国
書
刊
行

会

一
九
八
四
年
所
収

七
一
〜
七
二
頁)

に
お
い
て
、
天
正
十
八
年
十
二

月
末
、
前
田
利
家
の
付
き
添
い
の
も
と
陸
奥
国
の
津
軽
為
信
が
妻
子
を
同
行

し
て
上
洛
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
加
え
て
翌
天
正
十
九
年
に
は
秋
田
氏

等
と
と
も
に
領
知
朱
印
状
を
拝
領
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
通
し
を
述
べ

た
が
、
小
林
氏
論
文
に
は
津
軽
氏
の
動
向
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の

は
残
念
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
小
林
氏
論
文
の
趣
旨
に
従
え
ば
、
出
羽
国
の
由
利
衆

は
、
秀
吉
か
ら
朱
印
状
を
拝
領
し
て
臣
従
関
係
を
結
ん
だ
に
も
関
わ
ら
ず
、

山
形
に
妻
子
を
移
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
人
質
徴
収
の
意

味
が
強
く
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
由
利
衆
は
山
形
最
上
氏
の
主
従
制
下
に

入
っ
た
の
だ
と
い
う
解
釈
に
な
ろ
う
。
由
利
衆
は
、
豊
臣
政
権
と
山
形
最
上

氏
と
の
間
で
二
重
の
主
従
関
係
を
締
結
し
た
こ
と
に
な
り
、
豊
臣
政
権
に
よ
っ

て
秋
田
実
季
の
も
と

｢

隣
郡
之
衆｣

に
編
成
さ
れ
、
慶
長
元
年
か
ら
秋
田
の

材
木
切
り
出
し
と
廻
漕
の
軍
役
を
負
担
さ
せ
ら
れ
た
彼
ら
に
と
り
、
最
上
氏

と
の
間
で
こ
の
よ
う
な
関
係
が
果
た
し
て
あ
り
得
た
の
か
、
と
い
う
の
が
、

第
一
に
湧
い
た
素
朴
な
疑
問
で
あ
っ
た
。

こ
の
間
の
歴
史
的
事
実
関
係
の
整
理
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
と
し
て
、

こ
こ
で
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
小
林
氏
論
文
が

｢

註
17
志
村
書
状｣

と
記

し
て
典
拠
と
し
た
、
塩
谷
氏
論
文
に
紹
介
さ
れ
た
志
村
光
明
書
状
の
年
代
で

あ
る
。
同
氏
論
文
は
左
に
掲
げ
た
文
書
を
、
天
正
十
八
年
八
月
十
七
日
と
比

定
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
[

秋
田
藩
家
蔵
文
書

五
六

城
下
諸
士
家
蔵
文
書

秋
田
県
公
文
書
館
蔵
、
以
下
、
本
稿
で
引
用
す
る
秋
田
藩
家
蔵
文
書
は
、

特
に
断
ら
な
い
限
り
、
全
て
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
で
あ
る]

以
上
、

其
元
三
ケ
壱
御
蔵
入
之
事
、
細
々
御
理
候
へ
共
、
御
手
透
無
之
付
て
、

清
川
迄
御
打
送
罷
越
披
露
申
候
、
尤
被
進
置
由
御
意
候
、
当
毛
よ
り
可

3



有
御
所
霧

(

務)

候
、
為
其
使
者
申
入
候
、
将
亦
滝
沢
殿
を
始
、
御
簾
中
方
子

息
共
ニ
、
山
形
ニ
在
府
御
座
候
、
貴
様
も
其
通
申
届
候
へ
と
御
意
ニ
候
、

山
形
町
之
か
た
ハ
ら
、
御
屋
敷
御
普
請
て
ま
入
不
申
所
を
、
可
被
進
之

由
被
仰
候
、
御
大
儀
な
り
共
、
御
簾
中
方
御
子
息
と
も
、
山
形
へ
越
可

有
御
さ
候
、
為
御
心
得
申
宣
候
、
恐
惶
謹
言
、

志
伊

八
月
十
七
日

光
明

(

花
押
影)

岩
右
兵
様人

々
御
中

文
書
中
の

｢

志
伊
光
明｣

と
は
最
上
義
光
の
重
臣
志
村
光
明

(

３)

、｢

岩
右
兵｣

と
は
岩
屋
朝
繁
を
指
す
。
因
み
に
岩
屋
氏
の
系
図
で
あ
る

｢

源
姓
岩
屋
氏｣

(『

市
史
Ⅰ
下』

二
七
七
頁)

に
よ
れ
ば
、
岩
屋
朝
繁
が
右
兵
衛
尉
に
任
じ
ら

れ
た
の
は
、
慶
長
年
間
と
い
う
。

さ
て
右
文
書
を
天
正
十
八
年
と
比
定
す
る
明
確
な
根
拠
が
、
塩
谷
氏
論
文

に
は
ど
う
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。
同
論
文
中
の
解
説
に
現
代
語
訳
と
し
て

｢

其
元
三
ケ
壱
御
蔵
入
之
事｣

を

｢

貴
殿
の
領
地
の
う
ち
三
分
の
一
が
太
閤

蔵
入
地
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て｣

と
訳
し
て
お
り
、
新
た
に
岩
屋
氏

領
に
太
閤
蔵
入
地
が
設
定
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
を
施
し
て
い
る
こ
と
が
、
年

代
比
定
の
根
拠
に
当
た
る
の
か
と
思
わ
れ
る
。
果
た
し
て
こ
の
解
釈
は
、
正

当
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
す
で
に

｢

岩
屋
氏
の
領
内
に
設
定
さ
れ
て
い
る
、

領
内
の
三
分
の
一
の
太
閤
蔵
入
地
の
扱
い
に
つ
い
て｣

と
解
す
る
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。
光
明
書
状
の
前
半
部
の
趣
旨
は
、
太
閤
蔵
入
地
が
岩
屋
氏
領

に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
す
で
に
豊
臣
政
権
に
よ
っ
て
同
氏

の
領
内
に
設
定
さ
れ
て
い
た
太
閤
蔵
入
地
の
処
置
を
め
ぐ
っ
て
の
内
容
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
最
上
氏
の
家
臣
と
な
っ
た
岩
屋
氏
の
領
内
の
太
閤
蔵
入
地
を

ど
の
よ
う
に
措
置
す
る
の
か
と
い
う
判
断
を
、
義
光
が
重
臣
の
志
村
光
明
を

通
じ
て
示
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
文
書
全
体
の
解
釈

は
、
後
に
譲
る
と
し
て
、
年
代
比
定
の
鍵
と
な
る
冒
頭
の
部
分
の
み
を
吟
味

し
た
場
合
、
塩
谷
氏
論
文
の
現
代
語
訳
は
、
首
肯
し
か
ね
る
こ
と
が
多
い
。

塩
谷
氏
論
文
は
、
同
文
書
に
よ
っ
て
由
利
郡
に
太
閤
蔵
入
地
が
設
定
さ
れ

た
証
左
と
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
私
も
異
論
は
な
い
し
、
す
で
に

拙
稿

｢

陸
奥
国
に
お
け
る
太
閤
蔵
入
地
試
論｣

(『

文
経
論
叢』

一
八
巻
三
号

弘
前
大
学
人
文
学
部

一
九
八
三
年

の
ち
拙
著『

近
世
国
家
と
東
北
大
名』

吉
川
弘
文
館

一
九
九
八
年

第
一
部
第
二
章
に
改
稿
し
て
収
載)

に
お
い

て
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(

塩
谷
氏
論
文
で
は
特
に
拙
稿
に
つ
い
て
触
れ

る
と
こ
ろ
の
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
る)

。
北
羽
地
方
に
お
い
て
は
、
秀

吉
か
ら
領
知
朱
印
状
を
下
付
さ
れ
る
の
と
太
閤
蔵
入
地
の
代
官
任
命
は
同
時

に
行
わ
れ
て
お
り
、
秋
田
実
季
や
小
野
寺
義
道
な
ど
秋
田
・
仙
北
の
大
名
た

ち
は
、
天
正
十
九
年
正
月
十
七
日
に
領
知
を
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
領
内
の
三

分
の
一
に
蔵
入
地
が
設
定
さ
れ
た

(｢

秋
田
家
文
書｣

東
北
大
学
蔵)

。
由
利

郡
の
小
名
た
ち
は
、
秋
田
・
仙
北
の
領
主
た
ち
に
先
立
っ
て
、
天
正
十
八
年

十
二
月
二
十
四
日
に
領
知
朱
印
状

(

同
前)

を
拝
領
し
て
お
り
、
同
様
に
領

内
に
太
閤
蔵
入
地
を
設
定
さ
れ
た
よ
う
だ
。
岩
屋
氏
の
場
合
、
天
正
十
八
年

十
二
月
二
十
四
日
の
秀
吉
朱
印
状
写

(『

市
史
Ⅰ
下』

二
六
一
頁)

が
残
っ

て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
拝
領
者
は
朝
繁
の
父
岩
屋
能
登
守
朝
盛
で
あ
っ
た

(
前
掲

｢

源
姓
岩
屋
氏｣)

。

朱
印
状
の
発
給
の
経
過
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
塩
谷
氏
論

文
に
従
っ
て
そ
の
経
過
を
な
ぞ
っ
て
み
る
と
、
天
正
十
八
年
八
月
の
段
階
で

太
閤
蔵
入
地
を
岩
屋
氏
領
に
設
定
し
た
な
ら
ば
、
領
知
朱
印
状
の
発
給
前
に

岩
屋
氏
領
内
に
蔵
入
地
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
今
ま
で
確
認
さ
れ
て
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き
た
歴
史
事
実
と
著
し
く
相
違
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
天
正
十
八
年

八
月
十
二
日
、
浅
野
長
吉
に
対
し
て
陸
奥
・
出
羽
両
国
に
検
地
の
実
施
を
命

じ
た
有
名
な
秀
吉
朱
印
状

(『

大
日
本
古
文
書

浅
野
家
文
書』

五
九
号

東
京
大
学
出
版
会

一
九
六
八
年
覆
刻)

が
発
給
さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
八

月
の

｢
出
羽
国
御
検
地
条
々｣

(｢

色
部
文
書｣

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
影

写
本)

に
基
づ
い
て
検
地
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
出
羽
検
地
の
終
了

以
前
に
、
岩
屋
氏
領
内
に
太
閤
蔵
入
地
設
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま

た
他
の
領
主
は
天
正
十
八
年
末
か
ら
翌
年
正
月
に
か
け
て
朱
印
状
拝
領
と
太

閤
蔵
入
地
設
置
が
同
時
に
な
さ
れ
た
の
に
、
岩
屋
氏
の
み
に
事
前
に
太
閤
蔵

入
地
設
定
が
行
わ
れ
た
と
は
と
う
て
い
考
え
が
た
い
。

奥
羽
両
国
は
、
十
月
に
入
り
由
利
仙
北
な
ど
に
お
こ
っ
た
検
地
反
対
一
揆

に
よ
っ
て
争
乱
状
態
に
陥
り
、
そ
れ
を
よ
う
や
く
鎮
圧
し
て
同
年
末
に
北
羽

の
大
名
・
小
名
並
び
に
津
軽
為
信
が
足
弱
衆
を
同
道
し
て
上
洛
に
及
ん
だ
の

で
あ
る
。
そ
し
て
前
述
の
通
り
、
検
地
の
結
果
に
基
づ
い
て
石
高
を
明
記
し

た
領
知
朱
印
状
の
発
給
が
な
さ
れ
、
い
ず
れ
も
領
内
の
三
分
の
一
に
太
閤
蔵

入
地
が
設
定
さ
れ
た
。
従
来
の
研
究
成
果
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
事
柄
か

ら
す
れ
ば
、
岩
屋
氏
の
み
に
出
羽
国
検
地
が
実
施
さ
れ
る
以
前
に
、
天
正
十

八
年
八
月
段
階
で
太
閤
蔵
入
地
の
設
定
が
な
さ
れ
、
し
か
も
領
内
の
三
分
の

一
と
い
う
、
本
来
な
ら
ば
検
地
に
よ
っ
て
石
高
を
確
定
し
た
結
果
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
る
は
ず
の
蔵
入
地
設
定
が
、
検
地
を
経
ず
し
て
そ
れ
以
前
に
実
施

さ
れ
る
の
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
右
文
書
を
、
天
正
十
八
年
八
月
十

七
日
と
比
定
す
る
に
は
相
当
の
無
理
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

右
に
述
べ
た
考
証
に
よ
っ
て
、
塩
谷
氏
論
文
で
比
定
し
た
八
月
十
七
日
文

書
が
天
正
十
八
年
八
月
と
は
と
う
て
い
考
え
が
た
い
こ
と
に
つ
い
て
、
大
方

の
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
当
文
書
の
年
代
は
い

つ
こ
ろ
に
比
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
当
志
村
光
明
書
状
の
主
要
な
文
意
を
我
々
な
り
に
把
握
す
る
と
、

お
お
む
ね
左
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
岩
屋
氏
の
領
内
に
設
定
さ
れ
て
い
る
、
領

内
三
分
の
一
の
太
閤
蔵
入
地
の
扱
い
に
つ
い
て
、
度
々
交
渉
を
し
て
き
た
が
、

最
上
義
光
の
意
図
は
そ
の
太
閤
蔵
入
地
の
分
を
岩
屋
氏
に
宛
行
う
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
当
年
か
ら
岩
屋
氏
が
そ
の
分
の
所
務
す
な
わ
ち
年
貢

を
収
納
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
さ
ら
に
滝
沢
氏
は
自
身
も
含
め
妻
子
も
山

形
に
在
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
義
光
は
岩
屋
氏
も
同
様
に
措
置
す
る

こ
と
を
命
じ
、
山
形
城
下
町
の
傍
ら
に
、
岩
屋
氏
の
屋
敷
を
給
与
す
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。
是
非
岩
屋
氏
に
あ
っ
て
も
妻
子
を
山
形
に
在
住
さ
せ
る
よ
う

に
さ
れ
た
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
が
了
承
を
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
当
文
書
は
、
慶
長
七
年
に
徳
川

家
康
か
ら
最
上
義
光
が
由
利
郡
を
宛
行
わ
れ
た
時
点
以
降
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
由
利
衆
各
氏
の
領
内
に
設
定
さ
れ
て
い
た
太
閤
蔵
入
地
を
、
そ
の
一

員
で
あ
っ
た
岩
屋
氏
の
領
地
に
編
入
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
年
の
年
貢
か

ら
収
納
を
認
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
同
年
か
も
し
く
は
そ
れ
以
降
と

推
定
さ
れ
よ
う
。

高
木
昭
作
氏
も
、
慶
長
五
年
の
関
ヶ
原
の
戦
い
の
翌
年
に
太
閤
蔵
入
地
は
、

生
駒
氏
の
知
行
地
と
な
っ
た
と
し
、
家
康
は
太
閤
蔵
入
地
を
自
由
に
進
退
で

き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
八
月
十
七
日
文
書
を
例
に
出
羽
国
由

利
郡
の
太
閤
蔵
入
地
も
義
光
の
家
臣
岩
屋
氏
領
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る

(

同
氏

｢
江
戸
幕
府
の
成
立｣

『

岩
波
講
座
日
本
歴
史』

九

近
世
一

岩
波

書
店

一
九
七
五
年

一
二
八
・
一
五
二
頁)

。

右
の
よ
う
な
経
過
を
踏
ま
え
る
と
、
最
上
義
光
に
よ
る
岩
屋
朝
繁
へ
の
太

閤
蔵
入
地
編
入
認
可
は
、
慶
長
七
年
、
家
康
の
義
光
へ
の
由
利
郡
宛
行
が
な
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さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
生
駒
氏
の
例
か
ら
す
れ
ば
、

お
そ
ら
く
慶
長
七
年
の
段
階
で
、
蔵
入
地
編
入
が
認
め
ら
れ
当
該
の
文
書
が

発
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
支
障
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
同
書
状
は
慶

長
七
年
八
月
十
七
日
文
書
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
そ
れ
よ
り
溯
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
秋
田
に
お
け
る
太
閤
蔵
入
地
の
最
後
の
算
用
状
が
片
桐
且
元
へ
提

出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
慶
長
六
年
の
庄
内
出
陣
ま
で
の
扶
持
方
の
経
費

が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で

(『

市
史
Ⅰ
上』

六
〇
三
〜
六
〇
四
頁)

、
豊
臣
政

権
下
由
利
郡
に
お
け
る
支
配
の
秩
序
は
、
慶
長
六
年
の
時
点
で
崩
壊
し
、
翌

慶
長
七
年
か
ら
徳
川
政
権
下
の
秩
序
が
最
上
氏
に
よ
っ
て
新
た
に
由
利
地
方

に
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
時
点
か
ら
あ
ま
り
遠
く
な
い

時
期
に
由
利
の
太
閤
蔵
入
地
は
消
滅
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
加
え
て
慶

長
九
年
の
段
階
で
本
城
満
茂
が
家
臣
石
川
丹
後
に
領
地
を
宛
行
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
本
城
氏
領
は
す
で
に
確
定
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か

ら
、
慶
長
七
年
に
は
由
利
の
領
地
支
配
関
係
は
急
速
に
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

な
お
塩
谷
氏
論
文
が
、
天
正
十
八
年
八
月
十
七
日
と
比
定
し
た
志
村
光
明

書
状
写
の
花
押
影
と
、
私
が
慶
長
十
四
年
八
月
六
日
と
比
定
し
た
光
明
書
状

(

注
３
を
参
照
さ
れ
た
い)

の
花
押
影
は
、
双
方
の
花
押
の
形
も
そ
う
で
あ

る
が
、｢

志
伊｣

の
署
名
も
、
ほ
ぼ
同
じ
手
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う

(

４)

。
す
な

わ
ち
、
両
者
は
同
一
人
物
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み

に

｢

秋
田
藩
家
蔵
文
書｣

中
に
塩
谷
氏
論
文
の
い
う
志
村
伊
豆
守
光
安
な
る

人
物
が
発
給
し
た
文
書
は
、
一
通
も
存
在
し
な
い
し
、
光
安
宛
の
文
書
も
見

あ
た
ら
な
い
。
ま
た
藩
政
期
に
家
蔵
文
書
を
編
纂
し
た
際
に
、
八
月
十
七
日

付
け
書
状
の
文
書
名
に

｢

志
村
伊
豆
守
光
明
書｣

と
わ
ざ
わ
ざ
明
記
し
て
い

る
こ
と
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
同
じ
く

｢

秋
田
藩
家
蔵
文
書｣

の
出

羽
文
書
に
掲
載
さ
れ
た
慶
長
十
四
年
六
月
二
十
五
日
付
の
近
藤
但
馬
書
状
の

注
記
に
、
近
藤
但
馬
を

｢

志
村
伊
豆
守
光
明
家
人｣

と
記
述
し
て
い
る
の
で
、

志
村
伊
豆
守
の
名
乗
り
は
光
安
で
は
な
く
光
明
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
時
期
に
光
安
・
光
明
の
異
な
る
人
物
は
存
在
せ
ず
、
志
村
光
明
の
み
が

実
在
す
る
。

と
こ
ろ
で
天
正
十
八
年
と
年
代
比
定
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

次
に
、
小
林
氏
論
文
の
説
く
由
利
衆
妻
子
の
山
形
在
住
は
、
豊
臣
政
権
期
に

お
い
て
は
実
際
に
あ
り
得
た
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
期
の
最

上
義
光
と
由
利
衆
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
次
に
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。
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�
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戦
国
末
期
に
あ
っ
て
、
由
利
衆
が
最
上
義
光
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。『

山
形
市
史』

上
巻

原
始
・
古
代
・
中
世
編

(

山
形
市

一
九
七
三
年)

七
一
四
頁
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
八
年

(

一
五
九
〇)

に
い
た

る
義
光
と
由
利
衆
と
は
、
次
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
。

最
上
勢
力
の
由
利
郡
進
出
は
、
い
つ
始
ま
っ
た
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、

庄
内
で
も
川
北
地
方

(

最
上
川
よ
り
北
の
地
域)

に
は
最
上
派
の
豪
族
が
多

く
、
天
正
十
四
年
の
最
上
勢
の
庄
内
進
攻
の
鋒
先
も
、
川
北
に
向
か
っ
て
い

た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
最
上
の
権
威
は
、
北
隣
の
由
利
郡
に
ま
で
浸
透
し
て
い
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。
義
光
が
武
藤
義
興
を
滅
ぼ
し
た
天
正
十
五
年
こ
ろ
は
、

由
利
十
二
頭
は
ほ
ぼ
義
光
の
傘
下
に
入
っ
た
よ
う
で
、
天
正
十
六
年
こ
ろ
に

は
、
岩
屋
氏
ら
由
利
十
二
頭
は
最
上
方
の
尾
浦
城
番
と
連
携
し
て
義
光
の
傘
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下
に
入
っ
て
い
た
ら
し
い
。
最
上
義
光
は
、
由
利
郡
も
出
羽
国
で
あ
る
以
上
、

分
国
大
名
た
る
最
上
の
傘
下
に
入
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。

天
正
十
六
年
閏
五
月
十
一
日
、
尾
浦
城
番
中
山
玄
蕃
が
潟
保
治
部
大
輔
に
送
っ

た
書
状
や
義
光
が
仁
賀
保
兵
庫
頭
に
あ
て
た
書
状
に
も
、
潟
保
氏
ら
十
二
頭

に
対
し
、
部
将
に
命
ず
る
よ
う
な
調
子
で
書
か
れ
て
お
り
、
仁
賀
保
氏
ら
十

二
頭
は
、
す
で
に
義
光
に

｢

奉
公｣

す
る
よ
う
な
地
位
身
分
に
あ
っ
た
よ
う

だ
。
し
か
し
同
年
五
月
に
は
、
す
で
に
越
後
勢
の
庄
内
反
攻
が
開
始
さ
れ
、

義
光
は
一
敗
地
に
ま
み
れ
た
。
こ
の
庄
内
敗
戦
で
、
最
上
氏
の
由
利
郡
に
対

す
る
権
威
は
失
墜
し
、
庄
内
が
大
宝
寺
義
勝
の
仕
置
と
な
っ
た
た
め
、
由
利

中
が
義
勝
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
。

天
正
十
七
年
二
月
に
勃
発
し
た
湊
合
戦
で
は
、
秋
田
実
季
か
ら
仁
賀
保
氏

や
赤
宇
曾
氏
な
ど
の
由
利
衆
は
加
勢
を
求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
応
え
て
赤
宇
曾

治
部
少
輔
や
そ
の
弟
の
羽
川
新
助
な
ど
が
実
季
に
味
方
し
て
大
い
に
活
躍
し

た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
湊
合
戦
を
記
録
し
た

｢
湊
・
檜
山
両
家
合
戦
覚

書｣
(｢

秋
田
家
文
書｣

前
掲

『

市
史
Ⅰ
上』

四
七
三
頁)
に
は
、
由
利
衆

の
動
向
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

○
其
比
ユ
リ
ハ
悉
ク
庄
内
ノ
主
人
本
上
越
前
カ
ヨ
リ
キ
ナ
リ
シ
ト
、
コ

レ
ニ
仍
テ
ア
カ
ヲ
ツ
檜
山
へ
通
シ
テ
云
、
某
ウ
ラ
切
ス
ヘ
シ
、
然
ト

モ
本
上
越
前
ニ
ウ
カ
ヽ
ハ
ン
ス
ン
ハ
有
へ
カ
ラ
ス
、
所
詮
檜
山
ヨ
リ

本
上
へ
使
ヲ
遣
テ
ハ
イ
カ
ヽ
ア
ラ
ン
ト
申
、
仍
檜
山
ヨ
リ
本
上
へ
コ

レ
ヲ
云
、
本
上
尤
卜
同
心
ス
、
ユ
リ
ノ
軍
士
少
ク
ハ
某
カ
人
数
ヲ
遣

ス
ヘ
ケ
レ
ト
モ
、
ソ
コ
ノ
ウ
シ
ロ
マ
キ
ハ
、
ユ
リ
勢
計
テ
モ
ヨ
カ
ラ

ン
ト
云
テ
、
家
老
一
人
ユ
リ
ノ
士
ニ
ソ
ヘ
テ
遣
ス
、
コ
ヽ
ニ
オ
イ
テ

ユ
リ
ノ
士
大
ニ
イ
サ
ン
テ
後
ツ
メ
ヲ
ス
、

右
の
中
に
、
当
時
の
由
利
衆
と
大
宝
寺
氏
や
本
庄
氏
と
の
関
係
で
注
目
す

べ
き
事
柄
を
何
点
か
指
摘
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
第
一
点
と
し
て
、
由
利
衆

は
庄
内
の
主
人
を
大
宝
寺
義
勝
で
は
な
く
、
そ
の
父
本
庄
繁
長
と
認
識
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
庄
内
の
支
配
状
況
の
実
態
を
物
語
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
由
利
衆
は
、
本
庄
繁
長
の
与
力

(

寄
騎)

衆
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
由
利
衆
が
本
庄
氏
か
ら
離

れ
て
独
自
の
軍
事
行
動
を
と
る
時
に
は
、
本
庄
氏
の
了
解
を
必
要
と
し
、
そ

の
場
合
に
は
一
定
の
手
続
き
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
第
四
点
と
し
て
、
そ
れ
に

し
て
も
、
由
利
衆
が
本
庄
氏
の
承
認
を
得
た
上
と
は
い
え
、
独
自
に
軍
事
行

動
が
で
き
た
の
は
、
本
庄
繁
長
と
由
利
衆
の
関
係
が
強
い
主
従
関
係
で
は
な

く
、
由
利
衆
は
本
庄
氏
の
軍
事
的
指
揮
権
だ
け
を
受
け
る
つ
な
が
り
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
由
利
衆
と
し
て
の
独
自
性
を
残
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(『

本
荘
市
史』

通
史
編
Ⅰ

本
荘
市

一
九
八
七
年

四
七
二
〜
四
七
三
頁

を
参
考
に
し
た)

。
す
で
に
し
て
天
正
十
七
年
段
階
で
、
由
利
衆
が
秋
田
や

小
野
寺
・
最
上
・
本
庄
氏
な
ど
近
隣
の
強
大
な
勢
力
が
せ
め
ぎ
合
う
狭
間
で
、

主
従
関
係
で
は
な
く
、
本
庄
氏
の
軍
事
指
揮
権
の
も
と
に
編
成
さ
れ
な
が
ら

も
、
こ
の
よ
う
な
独
自
性
な
い
し
独
立
性
を
保
持
す
る
関
係
を
構
築
し
て
い

た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
そ
の
仕
組
み
は
、
由
利
衆
の
こ
れ
以
後
の
動

向
を
伺
う
上
で
も
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

天
正
十
八
年
、
秀
吉
に
よ
る
奥
羽
日ひ

の
本も

と

仕
置
が
行
わ
れ
、
由
利
郡
に
も

検
地
が
実
施
さ
れ
た
結
果
、
由
利
郡
の
小
名
衆
は
お
そ
く
と
も
同
年
末
に
は

上
洛
し
た
は
ず
で
あ
る

(

領
知
宛
行
の
朱
印
状
は
、
本
人
に
直
接
下
付
す
る

の
が
慣
例)

。
つ
い
で
同
年
十
二
月
二
十
四
日
、
由
利
郡
内
で
最
大
の
領
主

で
あ
っ
た
四
三
〇
〇
石
ほ
ど
の
赤
宇
曾
氏
か
ら
一
七
〇
石
弱
の
袮ね

々の

井い

氏
に

至
る
ま
で
、
彼
等
由
利
衆
は
領
地
を
安
堵
す
る
秀
吉
朱
印
状
を
一
斉
に
拝
領

し
た

(

５)

(『

市
史
Ⅰ
上』
四
九
三
〜
四
九
八
頁)

。
例
え
ば
、
仁
賀
保
氏
の
場
合
、
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そ
れ
は
領
知
高
三
七
一
六
石
余
の
安
堵
状
と
二
三
カ
村
の
村
名
と
各
村
高
を

書
き
上
げ
た
領
知
目
録
と
か
ら
な
っ
て
お
り
、
他
の
小
名
た
ち
も
同
様
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
祢
々
井
氏
や
石
沢
氏
・
潟か

た

保ほ

氏
な
ど
の
よ
う
に
、
領
地
が
あ
ま

り
に
も
狭
小
な
領
主
に
は
、
領
知
目
録
は
添
付
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

(

同
前)
。
領
知
安
堵
の
朱
印
状
に
は
、
同
年
七
月
末
に
南
部
氏
や
戸
沢
氏
へ

与
え
た
朱
印
状
に
見
え
る
、｢

妻
子
定
在
京｣

や
城
破わ

り
の
文
言
は
な
く
、

石
高
の
み
の
表
記
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
足
弱
衆
を
伴
っ
て
上
洛
し

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
一
七
〇
石
弱
の
袮
々
井
氏
に
至
る
ま
で
、
由
利

衆
は
秀
吉
と
の
間
で
主
従
関
係
を
締
結
し
た
。
こ
れ
は
領
地
の
宛
行
と
そ
れ

に
対
す
る
軍
役
の
奉
仕
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
御
恩
と
奉
公
と

い
う
武
家
社
会
に
お
け
る
主
従
の
根
幹
を
な
す
関
係
の
成
立
で
あ
っ
た
。

翌
天
正
十
九
年
の
九
戸
一
揆
の
出
陣
に
際
し
て
は
、
早
速
こ
の
領
知
朱
印

状
の
石
高
に
基
づ
い
た
軍
役
動
員
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
由
利
衆
も
九
戸

城
の
包
囲
戦
に
参
加
し
た
。
そ
の
際
、
同
年
八
月
十
二
日
の
書
状
で
最
上
義

光
は
、
由
利
郡
の

｢

小
介
川
治
部
少
輔
、
仁
賀
保
兵
庫
頭
、
瀧
澤
又
五
郎
、

岩
屋
能
登
守
、
内
越
宮
内
少
輔｣

＝
由
利
五
人
衆
に
対
し
て
、
陣
触
を
伝
達

し
九
戸
へ
参
陣
す
る
よ
う
催
促
し
て
い
る

(

同
前
五
〇
〇
頁)

。
最
上
義
光

の
軍
事
指
揮
下
に
、
由
利
五
人
衆
を
組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
よ
う
。
な
お
、
秀
吉
は
天
正
十
八
年
末
か
ら
葛
西
・
大
崎
一
揆
鎮
圧
を
念

頭
に
お
き
、
中
央
の
軍
隊
で
あ
る
豊
臣
秀
次
・
徳
川
家
康
・
蒲
生
氏
郷
・
浅

野
長
吉
を
出
馬
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
が
、
九
戸
一
揆
を
契
機
と
し
て

由
利
衆
は
お
ろ
か
奥
羽
両
国
並
び
に
夷え
ぞ
が

島し
ま

の
蠣
崎
氏
も
出
陣
の
諸
将
の
目
に

見
え
る
形
で
動
員
し
、
奥
羽
の
諸
大
名
・
小
名
を
す
べ
て
動
員
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
奥
羽
日ひ

の
本も

と

仕
置
を
実
の
あ
る
も
の
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

秀
吉
の
真
の
ね
ら
い
は
単
に
一
揆
鎮
圧
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
惣
無
事
令

に
よ
っ
て
そ
の
手
中
に
お
さ
め
た
軍
事
動
員
権
が
実
際
に
実
現
可
能
か
ど
う

か
、｢

奥
州
奥
郡｣

の
仕
置
を
契
機
に
一
挙
に
東
国
の
諸
大
名
に
試
そ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
翌
年
の
朝
鮮
侵
略
へ
の
動
員
体
制
に
直
結
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
動
員
体
制
の
確
認
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

｢

東
奥
軍
記｣

(

同
前
五
〇
三
頁)

な
ど
に
よ
れ
ば
、
仁
賀
保
氏
ら
由
利

衆
は
、
津
軽
為
信
や
秋
田
実
季
・
小
野
寺
義
道
ら
と
と
も
に
九
戸
城
若
狭
館

の
向
か
い
の
穴あ
な

手て

に
陣
を
構
え
、
南
部
信
直
ら
と
と
も
に
九
戸
城
を
見
下
ろ

す
よ
う
に
陣
を
敷
い
た
と
い
う
。
最
上
義
光
は
、｢

鮭
延
寺
開
基
之
縁
起｣

(

同
前
五
〇
六
頁)

に
よ
れ
ば
、
九
戸
一
揆
鎮
圧
に
当
た
っ
て

｢

姉
台

(

帯)

城｣
(

現
岩
手
県
二
戸
郡
一
戸
町)

の
攻
略
に
参
加
し
た
と
あ
り
、
由
利
衆

と
行
動
を
と
も
に
し
た
と
い
う
記
事
は
見
あ
た
ら
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
義

光
は
八
月
十
二
日
の
書
状
に
あ
っ
て
、
確
か
に
九
戸
陣
触
を
報
じ
る
立
場
に

は
あ
っ
た
が
、
参
陣
し
て
後
は
由
利
衆
が
直
接
義
光
か
ら
軍
事
的
な
行
動
を

下
命
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
前
記
姉あ

ね

帯た
い

城
攻
略
に
出
動
を
命
じ
ら
れ
た
形
跡

が
見
あ
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
北
羽
の
秋
田
氏
や
小
野
寺
氏
、
陸
奥
の
津
軽
氏

と
陣
を
接
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
慶
長
元
年

(

一
五
九
六)

か
ら
開

始
す
る
伏
見
杉
板
の
廻
漕
に
編
成
さ
れ
た

｢

隣
郡
之
衆｣

と
の
類
似
を
想
起

さ
せ
て
興
味
深
い
。

文
禄
元
年

(

一
五
九
二)

に
開
始
し
た
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
に
由
利
衆
が
動

員
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
前
掲

『

本
荘
市
史』

通
史
編
Ⅰ
第
四
編
第
一
章

第
一
節
に
お
い
て
叙
述
し
た
の
で
、
彼
等
の
動
向
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
に
譲

り
、
肥
前
名
護
屋
で
の
軍
役
負
担
の
問
題
、
晋
州
牧
使

チ
ン
ジ
ュ
モ
ク
ソ

城
取
巻
衆
へ
の
編
成

の
問
題
に
限
っ
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
小
林
氏
論
文
で
は
、
由
利
衆

の
名
護
屋
参
陣
は
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
か
な
り
消
極
的
な
説
明
で

あ
っ
た
が
、
佐
竹
義
宣
の
家
臣
大
和
田
重
清
の
名
護
屋
在
陣
中
の
日
記

｢

大
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和
田
近
江
守
重
清
日
記｣

(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
写
本)

文
禄
二
年
五

月
四
日
条
に
、｢

お
こ
し
炭｣

の
軍
役
の
割
り
当
て
が
お
こ
な
わ
れ
、｢

奥
之

ゆ
り
之
衆｣

も
越
後
・
房
州
の
大
名
た
ち
と
と
も
に
そ
の
負
担
を
分
担
さ
せ

ら
れ
た
と
み
え
る
。
佐
竹
氏
と
と
も
に
越
後
・
安
房
・
出
羽
の
由
利
衆
が
分

担
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
際
大
和
田
重
清
は
豊
臣
政
権
の
奉
行
で

あ
っ
た
長
束
正
家
を
通
じ
て
彼
ら
へ
の
引
見
を
果
た
し
た
と
い
う
。
お
そ
ら

く
由
利
衆
も
ま
た
、
五
奉
行
の
一
人
で
あ
る
長
束
正
家
か
も
し
く
は
そ
れ
に

近
い
人
物
を
仲
立
ち
と
し
て
、
豊
臣
政
権
か
ら
命
じ
ら
れ
る
様
々
な
軍
役
を

遂
行
し
て
名
護
屋
に
在
陣
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
由
利
衆
が
、
後
に

編
纂
さ
れ
た
史
料
で
は
な
く
、
当
時
の
記
録
の
な
か
に
見
え
る
の
は
、｢

大

和
田
近
江
守
重
清
日
記｣

が
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
て
、
由
利
衆
の
名
護
屋
在

陣
が
歴
史
的
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
よ
う
。

さ
て
秀
吉
は
、
文
禄
二
年
三
月
十
日
、
諸
大
名
に
対
し
て
朱
印
状
を
発
し
、

晋
州
牧
使
城
取
巻
衆
と
し
て
八
万
三
六
〇
〇
人
、
漢ハ

ン

城ソ
ン

府ブ

在
陣
衆
と
し
て
五

万
六
〇
〇
〇
人
、
釜プ

山サ
ン

浦ポ

の
普
請
衆
と
し
て
一
万
二
六
〇
〇
人
、
漢
城
府
・

釜
山
浦
間
の
つ
な
ぎ
の
城
郭
在
番
衆
と
し
て
六
〇
〇
〇
人
、
舟
手
衆
と
し
て

八
二
五
〇
人
な
ど
の
大
軍
の
出
動
を
命
じ
た

(

前
掲

『

浅
野
家
文
書』
二
六

三
号)

。
朝
鮮
半
島
に
派
遣
し
た
約
半
数
以
上
の
兵
力
を
も
っ
て
晋
州
城
攻

撃
を
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
晋
州
は
、
慶
尚
南
道

キ
ョ
ン
サ
ン
ナ
ム
ド

か
ら
全
羅
道

チ
ョ
ン
ラ
ド

に
通
じ
る
要

衝
の
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
城
は

｢

朝
鮮
国
第
一
ノ
名
城
ニ
テ
、
前
ハ
大
河
ア

リ
、
三
方
ハ
嶮
岨
ニ
テ
石
壁
高
ク
築
キ
、
櫓
数
ケ
所
掻
キ
上
ケ
タ｣

(｢

両
国

壬
辰
実
記｣

内
閣
文
庫
蔵)

も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
文
禄
元
年
十
月
、
日

本
軍
は
同
城
に
攻
撃
を
加
え
て
い
た
が
、
晋
州
牧
使
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
た
。

豊
臣
政
権
は
、
漢
城
府
と
釜
山
浦
と
の
道
筋
の
確
保
と
、
義
兵
の
活
躍
が
最

も
激
し
い
、
慶
尚
・
全
羅
・
忠
清

チ
ュ
ン
チ
ョ
ン

の
三
道
の
拠
点
で
あ
っ
た
晋
州
城
を
攻
略

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
同
城
の
攻
撃
を
着
々
と
準
備
す
る
一
方
、
豊
臣
政

権
は

｢

大
明
国
勅
使｣

と
称
す
る
謝シ

ェ

用ヨ
ン

梓ズ
イ

と
徐
一
貫

シ
ュ
イ
ン
グ
ア
ン
、
遊
撃
将
軍
沈チ

ェ
ン

惟ウ
ェ
イ

敬チ
ン

ら

偽
の
明
使
節
を
名
護
屋
に
招
来
し
て
和
議
の
交
渉
を
お
こ
な
っ
た

(

６)

。

秀
吉
は
、
和
議
の
腹
案
と
し
て
、
朝
鮮
南
四
道
割
譲
を
既
成
の
事
実
に
し

て
お
こ
う
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
も
晋
州
城
の
攻
略
が
是
非
と
も
必
要
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
由
利
衆
を
は
じ
め
奥
羽
の
大
名
・
武
将
た
ち
は
、
こ
の
晋
州

牧
使
城
取
巻
衆
に
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
奥
羽
地
方
の
最
大
の
大
名
で
あ

る
蒲
生
氏
郷
は
、
一
五
〇
〇
人
、
出
羽
国
の
最
上
義
光
は
三
〇
〇
人
の
動
員

が
下
命
さ
れ
、
他
の
諸
将
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

(

前
掲

『

浅
野

家
文
書』

二
六
三
号)

。

一
、
三
百
人

会
津
少
将
一
手

羽
柴
出
羽
侍
従

(

中
略)

一
、
百
三
十
四
人

木
村
ひ
た
ち
一
手

秋
田
太
郎

一
、
百
人

加
賀
宰
相
一
手

南
部
大
膳
大
夫

一
、
廿
五
人

加
賀
宰
相
一
手

本
堂
伊
勢
守

一
、
拾
人

会
津
少
将
一
手

大
崎
左
衛
門
尉

一
、
八
拾
八
人

大
谷
形
部
少
輔
一
手

油
利
五
人
衆

出
羽
山
形
城
主
最
上
義
光
は
蒲
生
氏
郷
の
一
手
、
出
羽
湊
城
主
の
秋
田
実

季
は
木
村
重
�
の
一
手
、
陸
奥
三
戸
城
主
の
南
部
信
直
と
出
羽
本
堂
城
主
の

本
堂
忠
親
は
前
田
利
家
の
一
手
、
陸
奥
の
大
崎
義
隆
は
蒲
生
氏
郷
の
一
手
、

由
利
五
人
衆
は
大
谷
吉
継
の
一
手
と
し
て
、
各
々
編
成
さ
れ
た
。
蒲
生
氏
郷

は
こ
の
よ
う
な
与
力
編
成
に
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
秋
田
実
季
ら
は
少
人
数
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
与
力
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
よ
う
だ
。

晋
州
牧
使
城
攻
略
に
動
員
さ
れ
た
由
利
五
人
衆
を
直
接
軍
事
指
揮
下
に
お

い
た
の
は
、
豊
臣
政
権
の
奉
行
で
あ
る
大
谷
吉
継
で
あ
っ
て
、
最
上
義
光
で
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は
な
い
。
日
明
講
和
の
切
り
札
と
も
い
え
る
晋
州
牧
使
城
攻
撃
に
備
え
て
の

軍
事
編
成
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
由
利
五
人
衆
が
義
光
の
軍
事
指
揮

下
に
編
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
は
彼
等
が
義
光
の

く
び
き
を
脱
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
豊
臣

政
権
の
奉
行
の
も
と
に
直
接
与
力
編
成
さ
れ
て
、
戦
国
期
以
来
の
繋
が
り
を

断
ち
切
ら
れ
、
統
一
政
権
と
由
利
五
人
衆
と
の
主
従
関
係
が
よ
り
ダ
イ
レ
ク

ト
な
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
も
は
や
最
上
義
光
の
入
り
込
む

余
地
は
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
、
慶
長
元
年

(

一
五
九
六)

か
ら
の
伏
見
杉
板
の
搬
出
と
廻
漕
の

軍
役
賦
課
に
お
い
て
、
さ
ら
に
鮮
明
に
な
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
豊
臣
政
権

は
、
北
羽
地
方
の
大
名
・
小
名
と
陸
奥
の
津
軽
氏
を

｢

隣
郡
之
衆｣

と
し
て

編
成
し
て
、
秋
田
の
杉
材
を
山
中
か
ら
搬
出
し
て
敦
賀
ま
で
廻
漕
す
る
軍
役

が
、
同
四
年
ま
で
賦
課
さ
れ
た
。
北
羽
で
は
、
由
利
郡
の
赤
宇
曾
氏
・
仁
賀

保
氏
・
滝
沢
氏
・
内
越
氏
・
岩
屋
氏
、
仙
北
郡
の
六
郷
氏
・
小
野
寺
氏
・
戸

沢
氏
・
本
堂
氏
、
秋
田
氏
、
陸
奥
の
津
軽
氏
の
面
々
で
あ
っ
た
。
従
来

｢

秋

田
家
文
書｣

に
み
え
る
杉
板
搬
出
の
割
り
当
て
は
、
秋
田
氏
を
通
じ
て
豊
臣

政
権
か
ら
各
領
主
宛
に
個
別
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
次
に
掲

げ
る

｢

仁
賀
保
家
文
書｣
(『

市
史
Ⅰ
上』

五
一
四
〜
五
一
五
頁)

に
よ
っ
て
、

実
は
由
利
衆
に
は
、
他
の
北
羽
の
領
主
と
相
違
す
る
賦
課
の
形
態
が
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

伏
見
向
嶋
橋
板
長
さ
三
間
弐
尺
あ
つ
さ

四
寸
杉
板
秋
田
山
ニ
て
請
取
之
割
符
之
事

一
、
拾
間

仁
加
保
兵
庫
頭

一
、
拾
壱
間

赤
宇
曾
治
部
少
輔

一
、
七
間

滝
沢
又
五
郎

一
、
四
間

内
越
宮
内
少
輔

一
、
弐
間

岩
屋
孫
太
郎

合
三
拾
四
間

右
之
板
秋
田
藤
太
郎
手
前
よ
り
請
取
之
、
山
出
川
下
申
付
、
則
舟
賃
秋

田
御
蔵
米
を
以
、
令
下
行
、
至
敦
賀
相
着
、
大
谷
刑
部
少
輔
ニ
可
相
渡

候
也
、文

禄
五
年
三
月
廿
六
日

(

秀
吉
朱
印)

秀
吉
は
、
北
羽
の
大
小
名
を

｢

隣
郡
之
衆｣

と
し
て
編
成
す
る
に
際
し
て
、

由
利
五
人
衆
は
さ
ら
に
そ
れ
と
は
別
に
一
括
り
に
し
て
板
の
賦
課
を
し
て
お

り
、
最
終
の
算
用
は
一
緒
で
も
賦
課
の
朱
印
状
は
同
じ
隣
郡
の
衆
の
中
で
も

仙
北
の
衆
と
は
異
な
る
形
式
に
し
た
よ
う
だ
。
こ
こ
で
は
秋
田
実
季
か
ら
板

を
受
領
し
て
、
山
中
か
ら
湊
ま
で
搬
出
し
て
そ
こ
か
ら
敦
賀
ま
で
廻
漕
し
て

豊
臣
政
権
の
奉
行
大
谷
吉
継
へ
渡
す
こ
と
が
下
命
さ
れ
て
い
る
。
慶
長
二
年

二
月
二
日

｢

伏
見
御
作
事
為
御
用
被
仰
出
秋
田
山
ニ
て
杉
板
割
符
之
事｣

に

よ
れ
ば
、
そ
の
際
の
船
賃
は
、
秋
田
の
太
閤
蔵
入
地
か
ら
の
蔵
米
を
も
っ
て

充
当
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
形
態
は
基
本
的
に
他
の
隣
郡
の
衆
と

同
様
で
あ
り
、
各
自
が
管
理
し
て
い
る
太
閤
蔵
入
地
の
蔵
米
で
諸
費
用
を
賄

い
、
そ
れ
が
な
い
場
合
は
預
か
っ
て
い
る
蔵
米
を
も
っ
て
杉
板
の
搬
出
を
せ

よ
と
述
べ
て
い
る

(｢

秋
田
家
文
書｣

東
北
大
学
蔵)

。
こ
の
よ
う
に
秋
田
山

中
か
ら
の
杉
板
搬
出
の
軍
役
は
、
秋
田
氏
を
介
在
し
つ
つ
も
、
文
禄
五
年

(
一
五
九
六)

の
ケ
ー
ス
に
み
る
よ
う
に
、
秀
吉
朱
印
状
が
由
利
五
人
衆
に

直
接
発
給
さ
れ
て
遂
行
す
る
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
、
敦
賀
の
大
谷
吉
継
と
の

連
携
を
由
利
衆
は
ま
す
ま
す
深
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

天
正
十
九
年

(
一
五
九
一)

の
九
戸
一
揆
の
際
に
見
ら
れ
た
最
上
義
光
の

陣
触
伝
達
の
例
を
除
け
ば

(

し
か
し
実
際
に
九
戸
へ
の
参
陣
の
状
況
を
見
た
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場
合
、
必
ず
し
も
由
利
衆
は
義
光
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
後
に

隣
郡
の
衆
と
称
さ
れ
た
北
羽
の
大
小
名
・
津
軽
氏
な
ど
と
攻
め
口
を
一
緒
に

し
て
い
る)

、
文
禄
元
年
の
肥
前
名
護
屋
へ
の
参
陣
、
名
護
屋
で
の

｢

お
こ

し
炭｣
軍
役
の
負
担
、
文
禄
二
年
三
月
の
晋
州
牧
使
城
取
巻
衆
へ
の
編
成
、

慶
長
元
年
か
ら
の
伏
見
杉
板
廻
漕
の
軍
役
遂
行
な
ど
の
ケ
ー
ス
を
検
証
し
て

き
た
が
、
最
上
義
光
の
由
利
衆
に
対
す
る
軍
事
指
揮
や
与
力
編
成
へ
の
介
入

な
ど
は
全
く
存
在
し
な
い
。
由
利
衆
は
豊
臣
政
権
と
の
主
従
関
係
を
天
正
十

八
年
十
二
月
の
領
知
朱
印
状
拝
領
を
通
じ
て
確
立
し
、
以
後
は
同
政
権
か
ら

軍
役
な
ど
の
遂
行
を
直
接
下
命
さ
れ
た
。
由
利
衆
と
同
政
権
を
結
ぶ
パ
イ
プ

役
を
担
っ
た
い
わ
ゆ
る
奏
者
は
、
大
谷
吉
継
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天

正
十
六
年
閏
五
月
十
一
日
の
潟
保
治
部
大
輔
へ
宛
て
た
中
山
光
直
書
状

(

東

京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
影
写
本

｢

潟
保
文
書｣)

に
も
見
え
る
よ
う
に
、
戦

国
期
以
来
、
出
羽
探
題
職
の
威
光
を
背
に
出
羽
国
に
威
令
を
行
っ
て
い
た
最

上
義
光
の
影
響
力
は
喪
失
し
、
義
光
が
由
利
衆
を
指
揮
下
に
お
く
こ
と
は
な

く
な
っ
て
、
豊
臣
政
権
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
由
利
衆
に
軍
役
の
賦
課
を
下
命
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
戦
国
期
出
羽
国
に
お
け
る
大
・
小
名
の
秩
序
は
、

統
一
政
権
の
強
力
な
大
名
統
制
の
前
に
あ
え
な
く
消
滅
し
た
。
こ
れ
は
肥
前

名
護
屋
に
お
い
て
、
南
部
・
秋
田
・
津
軽
の
三
氏
が
、
前
田
利
家
や
徳
川
家

康
を
通
じ
て
、
戦
国
期
以
来
の
対
立
関
係
を
清
算
し
て
融
和
を
図
り

(『
青

森
県
史』

資
料
編

近
世
一

近
世
北
奥
の
成
立
と
北
方
世
界

青
森
県

二
〇
〇
一
年

六
一
〜
六
九
頁)

、
近
世
大
名
と
し
て
脱
皮
し
よ
う
と
し
た

試
み
と
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

慶
長
五
年
、
上
杉
景
勝
に
対
す
る
備
え
を
徳
川
家
康
か
ら
下
命
さ
れ
た
最

上
義
光
は
、
同
年
五
月
七
日
に
由
利
の
仁
賀
保
・
赤
尾
津
・
滝
沢
の
三
氏
に

宛
て
、
過
分
の
軍
役
奉
仕
を
勧
告
し
上
杉
に
備
え
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
た

(『

市
史
Ⅰ
上』

五
六
九
頁)

。
同
年
七
月
七
日
の
家
康
の
指
令
に
は
、
奥
羽

地
方
の
上
杉
包
囲
網
の
プ
ラ
ン
が
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
南
部
・

秋
田
・
小
野
寺
・
六
郷
・
戸
沢
・
本
堂
は
最
上
口
へ
、
赤
尾
津
・
仁
賀
保
は

庄
内
へ
、
最
上
は
会
津
に
打
ち
入
る
に
あ
た
っ
て
は
先
手
を
勤
め
、
南
部
・

秋
田
・
仙
北
衆
は
米
沢
の
押
さ
え
と
す
る
。
兵
糧
は
義
光
か
ら
借
用
の
こ
と
、

と
あ
り
、
対
上
杉
戦
は
、
最
上
義
光
が
主
導
す
る
計
画
で
あ
っ
た
。
各
諸
将

は
基
本
的
に
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
行
動
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
が
、
仙
北

の
小
野
寺
氏
は
天
正
十
八
年
の
出
羽
仕
置
に
お
い
て
没
収
さ
れ
た
湯
沢
・
雄

勝
の
回
復
を
念
願
し
て
上
杉
方
に
与
同
し
た
。
奥
羽
諸
将
へ
の
最
上
義
光
の

下
知
は
徳
川
氏
の
後
ろ
盾
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
先
の
由
利
衆
へ
宛
て
た
五

月
七
日
の
書
状
を
も
っ
て
由
利
衆
が
義
光
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
と
解
釈
す
る

の
は
早
計
で
あ
る
。

｢

秋
田
・
最
上
両
家
関
係
覚
書｣

(
『

市
史
Ⅰ
下』

所
収)

に
よ
れ
ば
、

由
利
衆
は
秋
田
実
季
と
行
動
を
共
に
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は

｢

又
ゆ
り
郡
の

め
ん
め
ん
ハ
、
兎
も
角
も
城
介
次
第
の
由
被
申
、
も
ゝ
さ
ん
だ
と
申
所
へ
出

合
、
互
に
誓
紙
を
取
り
か
は
し｣

(

同
前
一
六
六
頁)

と
見
え
、
彼
等
は
秋

田
実
季
へ
の
忠
誠
を
誓
約
し
て
い
て
、
最
上
義
光
の
指
揮
下
に
あ
る
よ
う
に

は
と
て
も
見
え
な
い
。
文
中
の｢

も
ゝ
さ
ん
だ｣

と
は
百も

も

三さ

段だ

(

現
秋
田
市)

の
こ
と
で
、
由
利
郡
と
秋
田
領
と
の
境
に
あ
る
地
な
の
で
こ
の
よ
う
な
誓
紙

を
取
り
交
わ
す
に
は
ふ
さ
わ
し
い
地
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
最
上
義
光
の

姿
は
全
く
見
え
ず
、
こ
の
後
の
矢
島
・
笹
子
一
揆
鎮
圧

(

地
図
２
参
照)

、

大
森
城
の
包
囲
戦
へ
の
出
陣
等
、
由
利
衆
が
秋
田
実
季
と
行
動
を
共
に
し
た

こ
と
は
、
各
史
料
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
連
の
上
杉
包
囲
戦
に
お
け
る
奥
羽
大
名
た
ち
の
戦
闘
の
様
子

は
、
最
上
義
光
に
す
れ
ば
大
い
に
不
満
が
募
る
も
の
で
あ
っ
た
。
慶
長
五
年

11



十
一
月
八
日
の
伊
達
政
宗
へ
宛
て
た
最
上
義
光
の
書
状

(『

市
史
Ⅰ
上』

五

八
八
頁)

は
、
そ
の
間
の
事
情
を
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
最

上
義
光
は
、
由
利
衆
や
秋
田
氏
な
ど
が
仙
北
小
野
寺
攻
め
を
お
こ
な
っ
た
が
、

そ
れ
は
た
だ
単
に
出
陣
の
体
裁
を
繕
う
も
の
で
あ
っ
て
、
世
間
で
は

｢

中
々

ば
か
け
成
事
ニ
候｣

と
評
し
て
い
る
と
し
た
。
同
様
に
南
部
氏
も
十
月
二
十

四
日
、
横
手
に
手
勢
を
出
し
て
家
の
六
、
七
軒
を
焼
い
た
だ
け
で
帰
っ
て
お

り
、
こ
れ
は

｢

首
尾
口
あ
わ
せ
ま
て
の
と
か
の
か
れ
計
の
事
を
仕
候｣

と
記

し
た
。
奥
の
衆
す
な
わ
ち
奥
羽
地
方
の
大
名
・
小
名
は
、
徳
川
家
康
か
ら
の

出
陣
要
請
に
対
し
て
、
ま
じ
め
に
戦
お
う
と
せ
ず
出
陣
の
体
裁
を
繕
う
、
い

わ
ば
形
ば
か
り
の
参
陣
で
あ
り
、
家
康
か
ら
の
叱
責
に
対
し
て
言
い
逃
れ
を

目
論
む
よ
う
な
行
動
だ
け
で
あ
っ
た
と
酷
評
し
た
。

最
上
義
光
は
、
北
羽
・
北
奥
地
方
の
各
大
名
・
小
名
の
動
向
に
、
こ
の
よ

う
に
著
し
い
不
信
感
を
も
っ
て
い
た
。
家
康
へ
の
義
光
の
讒
言
を
秋
田
実
季

が
跳
ね
返
し
、
当
時
の
状
況
を
生
き
生
き
と
伝
え
る
史
料
と
し
て
知
ら
れ
る
、

前
掲

｢

秋
田
・
最
上
両
家
関
係
覚
書｣

は
、
義
光
に
す
れ
ば
右
の
よ
う
な
不

信
感
が
根
底
に
あ
っ
て
徳
川
氏
へ
提
訴
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
一
方
的
に

北
羽
を
獲
得
し
た
い
と
い
う
義
光
の
野
心
に
よ
っ
て
の
み
家
康
へ
の
意
見
具

申
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
上
杉
包
囲
戦
の
主
導

的
立
場
に
あ
っ
た
最
上
義
光
の
発
言
権
は
、
秋
田
実
季
や
由
利
衆
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
ほ
ど
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て

戦
後
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
最
上
義
光
の
意
向
は
、
徳
川
家
康
の
奥
羽
に
お

け
る
大
名
配
置
に
強
く
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
義
光
が
庄
内

の
加
増
と
湯
沢
・
雄
勝
と
交
換
で
由
利
を
拝
領
す
る
と
い
う
破
格
の
処
遇
を

受
け
た
の
は
、
そ
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

慶
長
六
年
八
月
、
徳
川
家
康
は
上
杉
景
勝
の
米
沢
へ
の
減
転
封
を
命
じ
、

移
封
に
あ
た
っ
て
奥
羽
と
北
国
の
大
名
・
小
名
を
動
員
し
た
。
そ
の
番
組
編

成
の
な
か
に
由
利
衆
の
名
前
が
見
え
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
赤
尾
津
孫
次
郎
は
二

五
〇
人
、
仁
賀
保
兵
庫
は
一
八
五
人
、
滝
沢
刑
部
少
輔
は
六
〇
人
、
打
越
孫

太
郎
は
六
〇
人
と
あ
り

(『

市
史
Ⅰ
下』

所
収

｢

最
上
家
譜｣)

、
前
記
天
正

十
九
年
の
九
戸
一
揆
の
際
に
、
最
上
義
光
か
ら
陣
触
を
受
け
た
五
人
の
中
で

岩
屋
氏
が
脱
落
し
て
い
る
。
慶
長
五
年
十
二
月
二
十
五
日
、
徳
川
家
康
は
仁

賀
保
挙
誠
と
赤
尾
津
孫
次
郎
、
岩
屋
朝
繁
に
見
舞
い
の
使
者
派
遣
と
大
鷹
献

上
に
つ
い
て
の
礼
状
を
発
給
し

(

同
前
所
収

｢

源
姓
小
笠
原
岩
屋
氏
成
仙
院

伝
来｣

二
六
一
頁
、『

市
史
Ⅰ
上』

五
九
六
〜
五
九
七
頁)

、
翌
日
に
は
、
徳

川
秀
忠
が
同
じ
く
赤
尾
津
孫
次
郎
へ
若
大
鷹
献
上
に
つ
い
て
の
礼
状
を
与
え

た
。
岩
屋
氏
も
家
康
の
側
近
本
多
正
信
に
接
近
を
図
り
、
慶
長
六
年
に
い
た
っ

て
も
鷹
の
献
上
を
続
け
、
中
央
の
情
報
を
懸
命
に
収
集
し
て
い
る

(

前
掲

｢

源
姓
小
笠
原
岩
屋
氏
成
仙
院
伝
来｣

二
六
三
頁)

。
関
ヶ
原
戦
後
、
由
利
衆

に
あ
っ
て
は
戦
後
処
理
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
か
深
刻
な
問
題
で
あ
り
、

彼
等
は
生
き
残
り
に
必
死
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
懸
命
の
生
き
残
り
策
も
む
な
し
く
、
前
述
の
よ
う
に

由
利
郡
は
最
上
義
光
が
領
有
し
、
中
世
以
来
の
由
利
郡
の
支
配
秩
序
は
劇
的

に
転
換
し
た
。
由
利
衆
解
体
の
経
過
は

『

本
荘
市
史』

通
史
編
Ⅰ
に
譲
る
と

し
て
、
関
ケ
原
の
戦
後
に
お
け
る
由
利
五
人
衆
の
処
遇
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ

る
と
、
仁
賀
保
氏
、
内
越
氏
は
徳
川
氏
の
家
臣
と
し
て
、
す
な
わ
ち
幕
臣
と

し
て
の
存
続
を
許
さ
れ
た
。
滝
沢
氏
、
岩
屋
氏
は
、
由
利
五
人
衆
に
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
石
沢
氏
な
ど
と
と
も
に
、
最
上
氏
の
家
臣
と
し
て
存
続
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
由
利
衆
の

｢

一
ノ
頭｣

(
『

市
史
Ⅰ
下』

所
収

｢

湊
・
檜

山
両
家
合
戦
覚
書｣)

と
い
わ
れ
た
赤
尾
津
氏
の
み
が
、｢

赤
宇
曾
離
散｣

(

同
前
所
収

｢

大
井
氏
系
図｣)

と
称
す
る
改
易
の
処
分
を
受
け
、
こ
こ
に
由
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利
衆
は
完
全
に
解
体
し
由
利
の
中
世
は
終
焉
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
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一
、
年
未
詳
八
月
十
七
日
の
志
村
光
明
書
状
に
つ
い
て｣

に
お
い
て
検

討
し
た
同
文
書
を
も
と
に
、
慶
長
七
年

(

一
六
〇
二)

、
最
上
氏
の
新
た
な

家
臣
と
な
っ
た
岩
屋
氏
・
滝
沢
氏
を
取
り
上
げ
て
、
最
上
氏
の
家
臣
団
統
制

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
本
稿
で
は
、
志
村
光
明
書
状
は
塩
谷
氏
論
文
で

比
定
し
た
よ
う
な
天
正
十
八
年
で
は
な
く
由
利
郡
が
最
上
領
に
編
入
さ
れ
た

慶
長
七
年
以
降
で
あ
る
、
と
の
結
論
を
得
た
。
同
書
状
に
よ
れ
ば
、
岩
屋
氏

領
に
設
定
さ
れ
て
い
た
太
閤
蔵
入
地
は
、
最
上
義
光
の
判
断
に
よ
っ
て
岩
屋

氏
の
領
地
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
年
の
年
貢
か
ら
岩
屋
氏
が
収
納
し
て
よ
い
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、｢

其
元
三
ケ
壱
御
蔵
入
之
事｣

に
始
ま
る
志
村
光
明
書
状
の
前

半
部
分
に
示
さ
れ
た
義
光
の
意
向
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
た
の
か
、
由
利

郡
に
お
け
る
岩
屋
氏
と
滝
沢
氏
に
対
す
る
最
上
氏
の
知
行
宛
行
の
実
態
を
明

確
に
し
て
ゆ
こ
う
。

と
こ
ろ
で
最
上
氏
支
配
下
の
由
利
郡
で
、
岩
屋
氏
の
領
知
高
が
史
料
に
初

め
て
見
え
る
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
慶
長
十
三
年

(

一
六
〇
八)

十
一
月
、
岩
屋
氏
は
最
上
義
光
の
子
最
上
家
親
の
祝
儀
に
つ
き
銀
子
を
献
上

し
た
。
そ
の
際
の
文
書
に

(『

市
史
Ⅰ
上』

六
二
五
頁)

、

覚

高
半
物
成

一
、
弐
千
四
百
石
ニ
付
而

永
楽
百
六
拾
八
文

す
ミ
口

此
銀
子
拾
五
匁
五
分
ハ

(

小
黒
印
影)

但
永
十
壱
文
か
ね
の
算
用
也
、

右
之
銀
子
、
寒
江

(

河
脱)

駿
河
様
御
祝
儀
ニ
付
而
被
指
上
条
ヲ
、
豊
前
処
へ
請

取
候
て
、
山
形
へ
差
上
申
候
儀
実
正
也
、

と
あ
り
、
領
知
高
に
応
じ
た
祝
儀
銀
の
献
上
が
岩
屋
氏
に
命
じ
ら
れ
、
本
城

満
茂
を
通
じ
て
山
形
へ
献
上
さ
れ
て
い
る
。
慶
長
十
三
年
の
時
点
で
二
四
〇

〇
石
の
領
知
高
で
あ
っ
て
、｢

高
半
物
成｣

と
見
え
る
の
で
、
岩
屋
氏
が
実

際
に
貢
租
と
し
て
収
納
で
き
る
の
は
、
一
二
〇
〇
石
余
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

で
、
豊
臣
政
権
に
お
け
る
岩
屋
氏
領
は
、
合
わ
せ
て
八
九
一
石
余
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
同
氏
領
に
設
定
さ
れ
た
太
閤
蔵
入
地
が
最
上
氏
か
ら
岩
屋
氏
領
と

し
て
編
入
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
二
分
の
一
を
加
算
す
る
と
一
三
〇
〇

石
余
と
な
る
。
こ
れ
が
志
村
光
明
書
状
で
新
た
に
認
め
ら
れ
た
岩
屋
氏
の
領

知
高
で
あ
っ
た
。
し
か
し
右
の
通
り
慶
長
十
三
年
の
段
階
で
、
二
四
〇
〇
石

余
の
領
知
高
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
最
上
義
光
の
旗
下
に

入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
閤
蔵
入
地
に
加
え
て
約
一
〇
〇
〇
石
余
の
加
増
が

な
さ
れ
た
よ
う
だ
。

さ
て
慶
長
十
七
年

(

一
六
一
二)

、
由
利
郡
総
検
地
の
結
果
、
同
年
六
月
、

最
上
義
光
か
ら
岩
屋
朝
繁
に
与
え
た
領
地
目
録
に
よ
る
と
、
岩
屋
氏
の
本
米

が
九
五
四
石
余
、
出
米
が
一
七
六
石
余
、
屋
敷
高
な
ど
合
わ
せ
て
物
成
高
一

一
三
〇
石
余

(『

市
史
Ⅰ
上』

六
三
四
〜
六
三
六
頁)

だ
か
ら
、
本
高
は
そ

の
二
倍
の
二
二
六
〇
石
余
と
な
る
。
ま
た
領
地
目
録
に
よ
る
と
、
同
氏
の
領

地
は
須
山
村

(

現
由
利
郡
大
内
町
松
本)

を
は
じ
め
と
し
て
全
部
で
一
五
カ

村
、
大
内
町
を
中
心
と
し
た
地
域
を
岩
屋
氏
は
拝
領
し
た
。｢

由
利
郡
惣
高

覚
書｣

に
は
、
岩
屋
領
分
と
し
て

｢

本
出
合｣

二
二
六
〇
石
七
斗
四
勺

(『

市
史
Ⅰ
下』

五
四
〇
頁)

、｢

本
城
領
分
外
ニ
領
高
書
出｣

に
は
、
岩
屋
領
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分
と
し
て
二
二
六
〇
石
三
斗
五
升
と

(

同
前
五
四
一
頁)

、
若
干
の
違
い
が

あ
る
も
の
の
、
慶
長
十
七
年
の
最
上
氏
に
よ
る
由
利
地
方
の
総
検
地
の
の
ち
、

宛
行
わ
れ
た
岩
屋
氏
の
領
地
は
、
現
大
内
町
を
中
心
と
し
た
地
域
二
二
六
〇

石
余
で
あ
っ
た
。
な
お

｢

最
上
義
光
分
限
帳｣

(『

市
史
Ⅰ
下』

六
七
号)

に

よ
る
と
、
岩
屋
氏
領
で
は
屋
敷
の
数
が
一
四
四
、
家
数
が
一
五
三
と
あ
り
、

支
配
領
域
の
内
実
を
あ
る
程
度
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
岩

屋
氏
を
み
た
場
合
、
豊
臣
政
権
下
の
領
知
高
に
さ
ら
に
加
増
さ
れ
た
形
で
最

上
氏
の
家
臣
と
し
て
領
地
の
宛
行
が
な
さ
れ
、
所
領
の
範
囲
も
お
お
む
ね
豊

臣
政
権
に
お
い
て
宛
行
わ
れ
た
地
域
を
踏
襲
し
て
本
領
が
安
堵
さ
れ
た
よ
う

だ
。滝

沢
氏
は
、
由
利
衆
の
な
か
で
も
赤
尾
津
・
仁
賀
保
両
氏
に
つ
ぐ
所
領
を

認
め
ら
れ
た
領
主
で
あ
っ
た
。
豊
臣
政
権
か
ら
は
約
三
〇
〇
〇
石
弱
の
領
地

を
宛
行
わ
れ
、
領
内
に
三
分
一
の
太
閤
蔵
入
地
を
設
定
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
仁
賀
保
・
内
越
両
氏
の
よ
う
に
、
幕
臣
と
し
て
近
世
に
存
続
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
史
料
が
残
存
し
て
い
な
い
の
で
判
然
と

し
な
い
。

｢

滝
沢
氏
家
系｣

(『

市
史
Ⅰ
下』

所
収)

に
は
、
滝
沢
刑
部
少
輔
政
道
が

慶
長
五
年
の
関
ケ
原
の
役
に
お
い
て
最
上
義
光
に
与
同
し
て
軍
功
を
あ
げ
、

翌
六
年
最
上
義
光
の
旗
下
と
な
り
、
家
老
職
を
つ
と
め
、
同
八
年
の
由
利
地

方
の
最
上
領
化
の
過
程
で

｢

旧
領
滝
沢｣

に
封
ぜ
ら
れ
前ま
え

郷ご
う(

現
由
利
郡
由

利
町)

に
築
城
し
た
と
い
う

(

同
前
三
四
七
頁)

。
文
禄
三
年

(

一
五
九
四)

、

矢
島
光
安
の
残
兵
に
よ
っ
て
図
ら
ず
も
滝
沢
政
家
は
自
刃
さ
せ
ら
れ
、
そ
の

子
政
忠
は
最
上
義
光
に
仕
え
、
そ
の
子
刑
部
少
輔
政
道
が
旧
領
滝
沢
に
入
っ

た
と
い
う

(

同
前
所
収

｢

滝
沢
由
来
記｣)

。
す
な
わ
ち
滝
沢
の
残
党
は
一
時

由
利
郡
の
本
貫
の
地
を
離
れ
て
最
上
氏
の
庇
護
を
受
け
、
慶
長
五
・
六
年
の

動
乱
の
過
程
で
滝
沢
刑
部
が
最
上
氏
か
ら
送
り
込
ま
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

｢

滝
沢
氏
家
系｣

や

｢

滝
沢
由
来
記｣

に
見
え
る
記
事
は
、
信
用
し
が
た

い
部
分
が
あ
る
。
実
は
、
滝
沢
氏
の
系
図
は
不
明
の
箇
所
が
あ
り
、
天
正
十

九
年

(

一
五
九
一)

の
九
戸
一
揆
の
陣
触
に
由
利
五
人
衆
と
し
て
名
を
連
ね

て
い
た
の
は
滝
沢
又
五
郎
で
あ
る
。
つ
い
で
慶
長
元
年
か
ら
同
四
年
ま
で
伏

見
杉
板
搬
出
の
軍
役
を
担
っ
た
の
も
滝
沢
又
五
郎
で
あ
っ
た
。
し
か
し
慶
長

六
年
の
酒
田
出
陣
の
番
組
に
編
成
さ
れ
た
の
は
、
滝
沢
刑
部
少
輔
で
あ
る
。

な
お

｢

奥
羽
永
慶
軍
記｣

に
よ
れ
ば
、
慶
長
五
年
十
月
の
仙
北
大
森
城
包
囲

戦
に
由
利
衆
が
参
陣
し
た
際
に
は
、｢

滝
沢
刑
部
少
輔
・
同
又
五
郎｣

(『

市

史
Ⅰ
上』

五
九
一
頁)

と
見
え
、
刑
部
少
輔
と
又
五
郎
は
別
人
と
し
て
扱
っ

て
い
る
。
各
系
譜
に
よ
れ
ば
又
五
郎
は
、
滝
沢
兵
庫
頭
政
家
の
弟
に
当
た
り
、

兄
と
と
も
に
文
禄
三
年
八
月
に
矢
島
の
残
党
の
攻
撃
で
自
刃
し
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
残
さ
れ
た
文
書
に
よ
る
追
跡
で
は
、
又
五
郎
は
伏
見
杉
板

軍
役
を
滝
沢
家
の
当
主
と
し
て
負
担
し
て
い
る
の
で
、
文
禄
三
年
に
死
亡
し

た
人
物
と
は
相
違
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

同
家
に
残
さ
れ
た
系
図
に
従
え
ば
、
滝
沢
郷
を
本
貫
と
す
る
滝
沢
氏
は
文

禄
期
に
絶
え
、
豊
臣
政
権
と
の
主
従
関
係
を
契
し
た
人
物
が
突
然
消
失
し
、

軍
役
の
負
担
者
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る

(

７)

。
文
禄
五
年
か
ら
開
始
す
る

一
連
の
杉
板
搬
出
に
関
わ
る

｢

秋
田
家
文
書｣

や

｢

仁
賀
保
家
文
書｣

に
は
、

滝
沢
又
五
郎
の
名
が
記
述
さ
れ
て
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ

の
謎
を
解
く
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
で
き
な
い
が
、
三
〇
〇
〇
石
程
度
の
小

名
と
は
い
え
、
当
時
の
豊
臣
政
権
下
で
領
知
朱
印
状
を
拝
領
し
て
各
種
の
軍

役
の
負
担
を
し
た
領
主
が
内
乱
と
も
い
え
る
よ
う
な
事
態
で
殺
害
さ
れ
る
こ

と
は
考
え
が
た
く
、
し
か
も
そ
れ
以
後
も
杉
板
搬
出
と
い
う
豊
臣
政
権
に
と
っ

て
重
大
な
軍
役
を
遂
行
し
て
い
る
の
を
み
れ
ば
、
右
の
事
態
は
あ
り
得
る
こ
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と
で
は
な
い
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
滝
沢
又
五

郎
家
に
慶
長
五
年
の
上
杉
包
囲
戦
の
過
程
で
、
そ
れ
ま
で
最
上
義
光
に
仕
え

て
い
た
滝
沢
氏
の
分
流
が
義
光
に
よ
っ
て
送
り
込
ま
れ
、
本
家
の
滝
沢
又
五

郎
家
を
何
ら
か
の
形
で
簒さ
ん

奪だ
つ

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
掲

｢

奥
羽
永
慶

軍
記｣
に
、
刑
部
少
輔
と
又
五
郎
が
連
名
で
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
間
の

事
情
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
刑
部
少
輔
と
は
滝
沢
政
道
を
指
し
、
彼
は

慶
長
十
四
年
正
月
、
臣
下
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と

｢

滝
沢
由
来
記｣

や
系

図
に
見
え
る
。
こ
れ
は
史
実
で
あ
ろ
う
。
政
道
の
支
配
に
不
満
を
持
つ
、
又

五
郎
家
の
縁
に
繋
が
る
者
の
仕
業
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
滝
沢
家
の

混
乱
が
、
未
だ
収
ま
ら
な
い
様
子
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

さ
て
滝
沢
氏
は
、
前
掲

｢

最
上
義
光
分
限
帳｣

に
は
、
滝
沢
兵
庫
と
し
て

｢

一
、
高
壱
万
石

二
十
騎

鉄
炮
五
十
挺

弓
十
張

鑓
百
二
十
本｣

と

見
え
、｢

滝
沢
領｣

と
し
て
本
米
四
五
二
八
石
余
、
出
米
八
八
六
石
余
と
あ

り
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
五
四
一
四
石
余
と
な
る
。
こ
れ
は
半
物
成
の
計

算
に
よ
る
数
値
で
あ
る
の
で
、
二
倍
し
て
約
一
万
石
の
領
知
高
で
あ
っ
た
よ

う
だ
。
ま
た

｢

本
城
領
分
外
ニ
領
高
書
出｣

(『

市
史
Ⅰ
下』
所
収)

に
よ
れ

ば
、｢

滝
沢
領
分

但
半
物
成
、
本
出
一
万
八
百
二
十
九
石
三
斗
二
升
二
合｣

と
あ
る
の
で
、
滝
沢
氏
の
領
知
高
が
約
一
万
石
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま

ず
間
違
い
な
い
。

そ
の
領
域
は
、｢

由
利
郡
中
慶
長
年
中
比
見
出
検
地
帳｣

に
よ
る
と
、
滝

沢
領
と
し
て
、
山
田
村
を
は
じ
め
と
し
て
西
目
村
ま
で
の
一
三
カ
村
が
書
き

上
げ
ら
れ
て
い
る

(『

市
史
Ⅰ
下』

六
〇
四
・
六
〇
五
頁)

。
現
在
の
由
利
郡

由
利
町
を
中
心
と
し
て
本
荘
市
・
西
目
町
に
若
干
ま
た
が
る
地
域
に
及
ん
だ
。

｢

最
上
氏
収
封
諸
覚
書｣

(『

市
史
Ⅰ
上』

六
九
一
頁)

に
は
、

同

(

秋
田
衆)

滝
沢
兵
部

(

庫)

居
所
、
知
行
壱
万
六
千
石

と
あ
り
、
滝
沢
氏
の
知
行
が
一
万
六
〇
〇
〇
石
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
石
高
は
容
易
に
信
用
し
か
ね
る
。
し
か
し
、
当
時
、
滝
沢
氏
は
居
城
主
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
滝
沢
氏
の
城
に
つ
い
て
は
、

｢

最
上
領
由
利
内
城
之
覚｣

に

｢

平
城｣

と
あ
り

(

同
前
六
三
九
頁)

、｢

滝

沢
氏
家
系｣

に
も
、｢

前
郷
ニ
築
城｣

と
見
え

(

８)

(『

市
史
Ⅰ
下』

三
四
七
頁)

、

滝
沢
氏
は
い
わ
ゆ
る
城
持
ち
の
有
力
家
臣
で
あ
っ
た
。
ま
た
前
掲

｢

最
上
義

光
分
限
帳｣

に
よ
る
と
、
滝
沢
氏
の
領
内
に
は
、
屋
敷
が
七
三
三
、
家
数
は

七
七
〇
あ
っ
た
と
い
う
。

滝
沢
氏
は
、
岩
屋
氏
と
同
様
、
豊
臣
政
権
下
で
認
め
ら
れ
た
領
知
高
に
蔵

入
地
分
を
加
算
さ
れ
た

結
果
、
四
五
〇
〇
石
ほ

ど
を
当
初
最
上
氏
か
ら

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
同
氏
の
場
合
、

実
際
に
は
大
幅
な
加
増

を
受
け
て
、
万
石
格
の

領
主
と
な
っ
た
。
新
た

な
当
主
刑
部
少
輔
政
道

が
す
で
に
最
上
氏
の
重

臣
と
し
て
義
光
の
信
任

を
得
て
い
た
こ
と
が
理

由
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず

れ
に
し
て
も
一
万
石
の

城
持
ち
領
主
と
し
て
由

15
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利
支
配
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る

(

９)

。

現
在
、
滝
沢
城
の
絵
図
は
残
存
し
て
お
ら
ず
、｢

本
城
家
文
書｣

(

本
城
氏

蔵)
の

｢

最
上
領
由
利
内
城
之
覚｣

に
同
城
の
概
要
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
丸

(

写
真
１
参
照)

と
二
の
丸
、
三
の
丸
の
三
郭
か
ら

構
成
さ
れ
る
平
城
で
あ
り
、
各
郭
は
堀
で
囲
ま
れ
、
本
丸
南
側
の
下
に
は
子

吉
川
が
流
れ
て
堀
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
本
丸
の
追
手
門
は
冠
木
門
で

あ
っ
て
、
各
郭
を
土
塁
が
囲
繞
し
て
い
た
よ
う
だ

(『

由
利
町
文
化
財
調
査

報
告
書』

第
一
四
集

埋
蔵
文
化
財
詳
細
分
布
調
査
報
告
書
１

秋
田
県
由

利
郡
由
利
町
教
育
委
員
会

二
〇
〇
〇
年)

。
城
の
北
側
に
城
下
町
を
形
成

し
、
滝
沢
氏
一
万
石
の
滝
沢
城
下
が
こ
の
時
期
に
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

『

由
利
町
史』

改
訂
版

(

由
利
町
史
編
さ
ん
委
員
会

一
九
八
五
年)

一
五

九
頁
に
よ
れ
ば
、
滝
沢
城
下
は
、
侍
屋
敷
八
〇
、
足
軽
家
九
〇
、
民
家
一
〇

〇
ほ
ど
で
構
成
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
築
城
後
一
六
年
を
経
た
、
元
和

八
年

(

一
六
二
二)

十
月
、
最
上
改
易
の
際
に
、
江
戸
幕
府
の
命
令
に
よ
っ

て
、
郡
内
の
本
城
と
滝
沢
の
両
城
は
、
秋
田
佐
竹
氏
の
家
臣
団
に
よ
っ
て
破

却
さ
れ
た
。
幕
府
の
由
利
検
使
衆
は
、
特
に
破
却
に
は
念
を
入
れ
る
よ
う
に

申
し
入
れ
、
十
月
十
六
日
、
両
城
の
破
却
は
完
了
し
た

(

地
図
２
参
照)

。

さ
て
、
慶
長
七
年
と
推
定
さ
れ
る
前
掲
志
村
光
明
書
状
の
後
半
部
分
の
検

討
に
移
り
た
い
。
後
半
部
分
と
は
、｢

滝
沢
氏
を
は
じ
め
、
妻
子
を
山
形
に

在
住
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
義
光
は
岩
屋
氏
も
同
様
に
措
置
さ
れ
た

い
。
山
形
城
下
町
の
傍
ら
に
、
岩
屋
氏
の
屋
敷
を
給
与
す
る
と
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
是
非
岩
屋
氏
に
あ
っ
て
は
妻
子
を
山
形
に
集
住
さ
せ
る
よ
う
に
し

て
い
た
だ
き
た
い｣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も

｢

御
簾
中
方
子
息

共
ニ｣

と
い
う
文
言
に
は
、
義
光
の
強
い
意
志
が
に
じ
ん
で
お
り
、
山
形
に

人
質
と
し
て
妻
子
を
差
し
出
せ
と
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
滝
沢
氏

は
下
知
に
従
っ
て
山
形
城
下
に
妻
子
を
寄
越
し
て
お
り
、
城
下
に
屋
敷
も
拝

領
し
た
と
述
べ
て
い
る
。『

図
録

山
形
県
城
郭
古
絵
図
展』

(

最
上
義
光
歴

史
館

一
九
九
〇
年)

に
よ
れ
ば
、
最
上
時
代
の
山
形
城
下
絵
図
の
写
本
は

現
在
三
〇
点
ほ
ど
確
認
で
き
る
と
い
う
。
原
図
に
最
も
近
い
絵
図
と
し
て
山

形
県
立
図
書
館
蔵

｢

最
上
家
在
城
諸
家
中
町
割
図｣

(

写
真
２
参
照)

に
よ

る
と
、
滝
沢
兵
庫
頭
の
屋
敷
は
、
山
形
城
三
の
丸
七
日
町
大
手
口
の
付
近
に

所
在
す
る
。
他
の
絵
図
で
も
同
様
で
あ
る
。
三
万
九
〇
〇
〇
石
余
を
領
し
て

由
利
郡
の
新
た
な
領
主
と
な
っ
た
本
城
満
茂
の
屋
敷
は
、
同
じ
く
城
内
三
の

丸
小
バ
シ
口
に
あ
っ
た

(

高
橋
信
敬

『

最
上
時
代
山
形
城
下
絵
図』

誌
趣
会

一
九
七
四
年

八
二
・
八
三
頁)

。

最
上
氏
は
、
こ
れ
ら
山
形
城
内
に
屋
敷
を
持
つ
大
身
層
の
家
臣
の
中
で
も
、

庄
内
・
由
利
の
重
臣
た
ち
に
は
、｢

宿
分｣

と
称
す
る
賄
料
を
供
与
し
て
い

る
。
例
え
ば
、｢

最
上
家
中
分
限
帳｣

(

前
掲

『

山
形
市
史』

史
料
編
一

一
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五
二
頁)

に
よ
れ
ば
、
酒
田
の
志
村
伊
豆
は
五
〇
〇
石
、
鶴
岡
の
下
次
右
衛

門
は
二
〇
〇
石
を
、
ま
た

｢

本
城
満
茂
知
行
書
出
写｣

(
『

市
史
Ⅰ
下』

五

三
九
頁)

で
は
、
本
城
満
茂
が
天
童
に
扶
持
方
分
二
〇
〇
石
を
給
与
さ
れ
た

と
あ
る
。『

山
形
県
史』

検
地
帳

上
巻

(

山
形
県

一
九
六
四
年)

所
収

の
元
和
九
年

｢

出
羽
最
上
山
形
内
鮨
洗
村
御
水
帳
写｣

・

｢(

東
金
井
村
之

内
志
戸
田)｣
の
両
検
地
帳
に
、
山
形
近
郊
の
農
村
で
あ
る
志し

戸と

田だ

・
鮨す

し

洗あ
ら
い

両
村
に
、
滝
沢
分
と
し
て
知
行
地
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
宿
分
や
山
形

近
郊
に
宛
行
わ
れ
た
知
行
地
は
、
恐
ら
く
豊
臣
政
権
下
で
大
名
た
ち
に
宛
行

わ
れ
た
在
京
賄
料
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
身
の
家
臣
と
は
い

え
、
遠
隔
地
か
ら
や
っ
て
き
て
山
形
で
の
在
住
は
少
な
か
ら
ぬ
出
費
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
に
違
い
な
く
、
そ
の
消
費
生
活
に
充
当
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う

な
扶
持
が
与
え
ら
れ
た
よ
う
だ
。

さ
て
城
内
に
は
、
五
三
四
の
侍
屋
敷
が
あ
り
、
城
外
の
山
形
城
下
に
は
、

一
三
二
六
の
侍
屋
敷
が
割
り
渡
さ
れ
て
い
た
と
い
う

(
前
掲
高
橋

『

最
上
時

代
山
形
城
下
絵
図』

一
五
三
頁)

。
三
の
丸
に
は
重
臣
や
譜
代
家
臣
、
二
〇

〇
〇
石
以
上
の
家
臣
は
お
お
む
ね
屋
敷
を
拝
領
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
残

念
な
が
ら
岩
屋
氏
の
屋
敷
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
城
下
の
侍
屋
敷
も
捜
索

し
た
が
、
岩
屋
氏
の
屋
敷
は
見
あ
た
ら
ず
、
前
掲
の
志
村
光
明
書
状
に
よ
れ

ば
、
同
氏
に
は
山
形
町
の
傍
ら
に
屋
敷
を
与
え
る
と
見
え
る
の
で
、
城
内
三

の
丸
に
は
屋
敷
が
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
岩
屋
氏
は
秀
吉
か
ら
領
知
朱

印
状
を
拝
領
し
た
家
柄
で
あ
る
か
ら
、
統
一
政
権
と
の
間
で
直
接
主
従
関
係

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
最
上
義
光
と
は
本
来
同

格
で
あ
っ
た
。
し
か
し
慶
長
七
年
を
境
と
し
て
由
利
郡
が
最
上
氏
の
領
有
す

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
、
岩
屋
氏
は
統
一
政
権
か
ら
見
れ
ば
陪
臣
に
降
下

し
た
。
徳
川
氏
の
天
下
が
間
近
い
と
確
信
し
た
由
利
衆
は
、
慶
長
五
年

(

一

六
〇
〇)

十
二
月
、
徳
川
家
康
の
下
で
の
生
き
残
り
を
模
索
し
て
、
家
康
・

秀
忠
へ
の
鷹
献
上
を
通
じ
た
猛
烈
な
工
作
を
行
っ
た
こ
と
は
、
既
述
の
通
り

で
あ
る
。
そ
の
間
の
事
情
を
充
分
に
承
知
し
て
い
る
最
上
義
光
は
、
岩
屋
氏

領
内
の
太
閤
蔵
入
地
を
与
え
た
の
み
な
ら
ず
、
一
〇
〇
〇
石
余
を
加
増
し
て

岩
屋
氏
の
不
満
を
和
ら
げ
る
方
策
を
と
り
つ
つ
、
一
方
で
は
妻
子
を
人
質
と

し
て
山
形
に
移
す
と
い
う
、
目
に
見
え
る
形
で
臣
従
化
を
図
っ
た
と
い
え
よ

う
。
岩
屋
氏
は
、
最
上
氏
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
な
因
縁
の
あ
る
家

だ
か
ら
、
当
時
の
状
況
と
し
て
は
二
〇
〇
〇
石
程
度
の
家
臣
で
あ
っ
て
も
人

質
徴
収
は
当
然
あ
る
べ
き
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
滝
沢
氏
は
前
述
の
よ
う
に
、
中
世
以
来
の
由
利
十
二
頭
の
系
譜
を

引
く
と
は
い
え
、
最
上
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
最
上
義
光
の
意
向
の
体
現

者
と
し
て
滝
沢
城
を
構
え
て
子
吉
川
の
中
流
域
の
支
配
に
臨
ん
で
お
り

(

地

図
２
参
照)

、
郡
内
の
城
持
ち
家
臣
で
あ
る
本
城
城
の
本
城
満
茂
と
と
も
に
、

最
上
氏
に
よ
る
由
利
郡
支
配
の
要
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
っ
た

(

�)

。
こ
の
滝
沢

氏
に
も
妻
子
の
山
形
在
住
が
下
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
本
城
氏
も

同
様
に
妻
子
を
山
形
に
差
し
出
し
て
、
山
形
城
三
の
丸
に
与
え
ら
れ
た
屋
敷

に
彼
等
を
住
ま
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

問
題
は
、
由
利
郡
の
最
上
氏
家
臣
の
み
が
人
質
を
徴
収
さ
れ
た
の
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
否
で
あ
ろ
う
。
最
上
氏
は
、
領
内
の
統

一
検
地
を
と
う
と
う
実
施
で
き
ず
に
元
和
八
年

(

一
六
二
二)

の
改
易
を
迎

え
た
。
最
上
領
内
で
、
指
出
検
地
と
は
い
え
統
一
し
た
基
準
で
検
地
を
実
施

で
き
た
の
は
、
新
た
に
自
領
と
な
っ
た
由
利
郡
と
庄
内
三
郡
で
あ
り
、
他
の

地
域
は
従
来
の
家
臣
た
ち
の
勢
力
を
無
視
で
き
ず
、
検
地
役
人
を
彼
等
の
領

地
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

(

�)

。
そ
こ
で
最
上
氏
は
、
山
形
へ
の
人
質

徴
収
に
よ
っ
て
、
各
重
臣
・
家
臣
の
忠
誠
度
を
測
る
方
策
を
取
る
し
か
な
か
っ
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た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
上
氏
の
領
内
支
配
、
家
臣
団
統
制
の
脆
弱
さ
を
示

す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
む
き
出
し
の
形
で
表
れ
た
の
が
、｢

家
中
争
論｣

と
称
さ
れ
た
元
和
八
年
の
最
上
改
易
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

有
力
家
臣
か
ら
人
質
を
徴
収
し
て
、
各
城
下
に
居
住
さ
せ
る
こ
と
は
、
幕

藩
体
制
成
立
期
に
あ
っ
て
巨
大
な
藩
領
を
有
し
大
身
の
家
臣
が
地
方
知
行
制

を
採
用
し
て
い
る
大
名
に
は
、
普
通
に
見
か
け
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
例
え

ば
、
同
じ
東
北
地
方
の
仙
台
藩
で
は
、
寛
永
十
九
年

(

一
六
四
二)

四
月
十

三
日
の

｢

伊
達
忠
宗
書
出
写｣

(
『

仙
台
市
史』

資
料
編
二

近
世
一

藩

政

仙
台
市

一
九
九
六
年

三
四
号)

に
は
、｢

一
、
奉
行
衆
六
人
之
内
、

二
人
者
江
戸
供
奉
、
残
四
人
之
内
、
弐
人
ハ
仙
台
ニ
相
詰
、
二
人
者
在
郷
ニ

可
為
休
息
候
、
番
替
之
時
、
毎
月
二
日
之
寄
合
ニ
、
万
事
相
談
、
其
後
可
退

散
事｣

と
、
仙
台
藩
の
藩
政
を
預
か
る
六
名
の
奉
行
人
た
ち
は
、
三
組
に
分

れ
て
、
江
戸
供
奉
、
仙
台
詰
め
、
在
郷
休
息
と
、
各
々
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を

組
ん
で
、
知
行
地
で
の
休
息
を
設
け
て
い
る
。
ま
た

｢
義
山
公
治
家
記
録｣

慶
安
二
年(

一
六
四
九)

六
月
十
六
日
条
に
は
、｢

○
十
六
日
甲
辰
、
一
門
・

一
家
・
一
族
ノ
輩
ニ
、
料
理
ヲ
饗
セ
ラ
レ
、
各
在
所
ヘ
ノ
御
暇
ヲ
賜
フ

(

後

略)｣
(

同
前
七
二
頁)

と
、
あ
た
か
も
江
戸
幕
府
に
お
け
る
将
軍
が
参
勤
交

代
の
大
名
に
対
す
る
よ
う
な
賜
暇
の
儀
式
を
執
り
行
っ
て
い
た
。

九
州
の
佐
賀
藩
で
は
、
本
藩
主
以
外
の
三
支
藩
主
の
江
戸
参
勤
と
、
三
支

藩
主
お
よ
び
大
配
分
の
知
行
主
以
下
の
佐
賀
参
勤
、
そ
れ
に
三
支
藩
や
大
配

分
な
ど
の
家
臣
の
御
館
参
勤
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
有
力
家
臣
で
あ
る
大

配
分
の
知
行
主
以
下
の
佐
賀
参
勤
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う

(

�)

。

当
初
佐
賀
藩
で
は
家
中
や
又
家
中

(

陪
臣)

の
佐
賀
移
住
を
大
い
に
推
進

し
た
が
、
後
に
は
次
第
に
後
退
の
傾
向
を
示
し
、
寛
永
期
に
は
武
士
の
在
郷

が
一
般
的
に
な
っ
た
。
家
臣
の
在
郷
居
住
は
藩
の
支
配
体
制
上
多
く
の
矛
盾

を
抱
え
て
い
た
の
で
、
藩
で
は
佐
賀
参
勤
を
決
定
し
、
当
時
本
藩
藩
主
の
在

国
の
際
に
は
拝
謁
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
か
ら
、
知
行
地
か
ら
佐
賀
へ
参

勤
す
る
こ
と
が
家
中
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
寛
永
十
九
年
九
月
、
又
家
中
の

在
佐
賀
に
関
す
る
覚
書
に
は
、
在
佐
賀
は
三
年
交
代
と
し
、
交
代
す
る
時
は

藩
主
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
在
佐
賀
は
三
年
交

代
と
し
、
代
り
な
く
詰
め
る
こ
と
は
心
次
第
と
な
っ
た
。
ま
た
、
家
中
の
者

は
頭
立
っ
た
者
か
ら
出
仕
し
て
、
佐
賀
を
移
る
の
は
来
春
中
か
ら
で
よ
い
と

規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
三
支
藩
主
以
下
、
大
配
分
の
知
行
主
な
ど
の
又
家

中
に
対
す
る
、
佐
賀
本
藩
へ
の
参
勤
交
代
の
具
体
的
指
示
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
三
支
藩
や
主
要
家
中
が
佐
賀
参
勤
を
お
こ
な
い
、
藩
主
に

拝
謁
・
伺
候
す
る
ほ
か
、
又
家
中
を
ふ
く
め
て
本
藩
の
役
方
職
務
を
交
代
分

担
し
た
の
で
あ
っ
た
。

仙
台
藩
並
び
に
佐
賀
藩
の
事
例
を
右
に
見
た
が
、
い
ず
れ
も
地
方
知
行
主

の
有
力
家
臣
に
は
在
地
居
住
を
許
可
し
つ
つ
も
、
仙
台
城
下
や
佐
賀
城
下
へ

の
参
勤
を
義
務
づ
け
、
藩
主
在
国
の
時
に
は
必
ず
目め

見み
え

な
い
し
拝
謁
を
求
め

て
い
る
。
右
に
述
べ
た
経
過
か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
最
上
領
で
も
同
様
の
こ

と
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
従
来
、
全
く
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
有
力

家
臣
の
知
行
地
在
住
と
山
形
へ
の
参
勤
は
、
慶
長
七
年
八
月
十
七
日
と
推
定

さ
れ
る
志
村
光
明
書
状
に
よ
っ
て
、
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
在
山

形
の
賄
料
が
下
付
さ
れ
、
参
勤
と
滞
在
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
に
最
上
氏
の
家
臣
統
制
は
、
慶
長
・
元
和
期
に
あ
っ
て
他

の
有
力
大
名
領
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
た
領
内
参
勤
、
在
地
、
山
形
在
勤

と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ

る
の
で
あ
る

(
地
図
１
参
照)

。
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本
稿
で
は
、
八
月
十
七
日
付
け
志
村
光
明
書
状
の
年
代
比
定
に
関
す
る
検

討
か
ら
始
め
て
、
豊
臣
政
権
期
の
由
利
衆
と
統
一
政
権
や
最
上
義
光
と
の
関

係
、
慶
長
五
年

(

一
六
〇
〇)

以
降
、
最
上
氏
に
よ
る
旧
由
利
衆
の
家
臣
化

の
過
程
、
由
利
郡
支
配
を
通
じ
て
見
え
て
き
た
最
上
氏
の
家
中
統
制
の
在
り

方
な
ど
に
つ
い
て
考
察
を
重
ね
て
き
た
。
以
上
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

第
一
点
と
し
て
、
志
村
光
明
書
状
は
、
各
方
向
か
ら
考
証
し
た
結
果
、
塩

谷
氏
論
文
の
比
定
し
た
天
正
十
八
年

(

一
五
九
〇)

で
は
な
く
、
慶
長
七
年

八
月
十
七
日
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
。
豊
臣
政
権
に
よ
る
出

羽
仕
置
の
過
程
を
た
ど
る
と
、
天
正
十
八
年
と
い
う
年
代
比
定
を
し
た
場
合
、

従
来
の
研
究
史
で
確
認
さ
れ
て
き
た
歴
史
事
実
と
ど
う
し
て
も
著
し
い
齟そ

齬ご

を
生
じ
、
重
大
な
無
理
を
生
じ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

第
二
点
は
、
小
林
氏
論
文
で
は
塩
谷
氏
論
文
に
依
拠
し
て
、
豊
臣
政
権
期

に
由
利
衆
の
妻
子
が
山
形
在
住
を
強
制
さ
れ
た
と
説
く
が
、
義
光
と
由
利
衆

の
関
係
は
同
政
権
下
で
い
か
な
る
内
実
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の

点
の
吟
味
を
し
た
。
豊
臣
政
権
期
の
由
利
衆
に
関
し
て
は
、
残
さ
れ
て
い
る

史
料
が
少
な
い
た
め
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
最
上
義
光
と
の
関

係
が
戦
国
末
期
の
状
態
の
ま
ま
、
そ
の
延
長
線
上
で
語
ら
れ
て
き
た
。
天
正

十
八
年
の
奥
羽
日
の
本
仕
置
を
経
過
し
た
出
羽
国
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な

状
況
が
何
の
変
化
も
な
く
果
た
し
て
継
続
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
検
討
の

結
果
、
す
で
に
天
正
十
七
年
の
段
階
で
由
利
衆
は
、
本
庄
氏
の
軍
事
指
揮
下

に
は
あ
っ
て
も
一
定
の
独
立
性
を
も
っ
て
行
動
を
し
て
お
り
、
最
上
義
光
と

は
そ
の
時
点
で
主
従
も
し
く
は
従
属
す
る
よ
う
な
関
係
で
は
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
豊
臣
政
権
下
で
は
、
肥
前
名
護
屋
在
陣
な
ど
各
種
の
軍
役
を
遂
行
す
る

過
程
で
、
同
政
権
の
奉
行
で
あ
る
長
束
正
家
や
大
谷
吉
継
か
ら
政
権
の
意
向

を
直
接
伝
達
さ
れ
た
。
な
か
で
も
大
谷
吉
継
は
、
由
利
衆
の
奏
者
と
し
て
政

権
と
の
パ
イ
プ
役
を
果
た
し
た
可
能
性
が
高
い
。
加
え
て
文
禄
五
年(

一
五

九
六)

か
ら
開
始
す
る
秋
田
の
杉
材
廻
漕
の
軍
役
遂
行
に
あ
た
っ
て
は
、

｢

隣
郡
之
衆｣

に
編
成
さ
れ
て
秋
田
氏
と
の
関
係
を
深
め
た
。
慶
長
五
年
の

矢
島
・
笹じ
ね

子ご

一
揆
の
討
伐
や
平
鹿
郡
の
大
森
城
攻
撃
で
も
秋
田
氏
と
誓
約
を

交
わ
し
て
お
り
、
秋
田
氏
へ
の
依
存
度
は
著
し
く
高
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

豊
臣
政
権
期
に
あ
っ
て
は
、
由
利
衆
と
最
上
義
光
と
は
疎
遠
で
あ
っ
た
と
い
っ

て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
豊
臣
政
権
期
に
由
利

衆
妻
子
の
山
形
在
住
が
歴
史
的
に
あ
り
得
た
可
能
性
は
低
い
と
の
結
論
に
達

し
た
。

と
こ
ろ
で
一
九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た

『

秋
田
市
史』

第
二
巻

中
世
通

史
編

(

秋
田
市)

は
、
同
市
史
の
中
世
史
料
編
と

『

秋
田
市
史
研
究』

第
六

号
の
塩
谷
氏
論
文
を
踏
ま
え
て
、
豊
臣
政
権
期
に
お
け
る
由
利
衆
の
最
上
義

光
へ
の
従
属
関
係
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本

稿
で
そ
れ
ら
の
文
書
の
年
代
比
定
や
内
容
を
様
々
な
角
度
か
ら
検
証
し
た
と

こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
見
解
に
は
再
考
の
余
地
が
か
な
り
存
在
す
る
こ
と
が
判
明

し
た
の
で
あ
る
。

第
三
点
と
し
て
、
慶
長
七
年

(

一
六
〇
二)

、
徳
川
家
康
か
ら
由
利
郡
が

最
上
領
と
し
て
領
有
を
認
め
ら
れ
た
後
、
第
一
点
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

義
光
は
、
由
利
郡
の
経
営
に
積
極
的
に
乗
り
出
し
、
滝
沢
・
岩
屋
両
氏
へ
領

内
に
設
定
さ
れ
て
い
た
太
閤
蔵
入
地
の
編
入
を
許
可
し
た
。
加
え
て
知
行
は

大
幅
に
加
増
さ
れ
、
滝
沢
氏
は
一
万
石
の
石
高
に
到
達
し
た
。
し
か
も
城
持

ち
の
大
身
家
臣
と
し
て
、
本
城
満
茂
と
と
も
に
最
上
氏
に
よ
る
支
配
の
要
か
な
め

と
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し
て
由
利
郡
内
の
経
営
に
あ
た
っ
た
。

仁
賀
保
氏
や
内
越
氏
の
よ
う
に
、
徳
川
政
権
下
で
独
立
し
た
領
主
と
し
て

生
き
残
り
を
画
策
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
岩
屋
氏
な
ど
は
そ
れ
が
叶
わ

ず
、
少
な
か
ら
ず
不
満
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
和
ら
げ
、

懐
柔
し
よ
う
と
し
た
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
義
光
は
ア
メ
ば
か

り
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
ム
チ
も
ふ
る
っ
た
。
滝
沢
・
岩
屋
両
氏
に
、

妻
子
の
山
形
在
住
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
人
質
の
徴
収
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
目
に
見
え
る
形
で
最
上
氏
へ
の
臣
従
を
強
制
し
た
の
で
あ
り
、
滝
沢
氏
は

山
形
城
三
の
丸
に
屋
敷
を
拝
領
し
妻
子
を
居
住
さ
せ
た
。
人
質
徴
収
と
山
形

在
住
は
、
お
そ
ら
く
由
利
の
家
臣
た
ち
だ
け
に
強
要
し
た
の
で
は
な
く
、
有

力
家
臣
全
体
に
及
ぼ
し
た
臣
従
化
の
政
策
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
義
光
が
新
た

に
領
有
し
た
由
利
郡
の
領
主
た
ち
は
、
か
つ
て
は
豊
臣
政
権
下
で
は
領
知
朱

印
状
を
秀
吉
か
ら
拝
領
し
て
お
り
、
秀
吉
の
臣
と
い
う
点
で
は
義
光
と
同
列

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
立
場
の
小
名
を
家
臣
に
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
明

確
な
形
で
主
従
関
係
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
最
上
氏
の
中
世
以

来
の
家
臣
た
ち
は
、
各
自
独
立
性
が
高
く
、
新
た
に
領
地
に
編
入
さ
れ
た
庄

内
と
由
利
を
除
い
て
、
最
上
氏
は
領
内
検
地
を
と
う
と
う
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
家
臣
統
制
と
中
世
以
来
の
主
従
関
係
を
克
服
す
る
手
段

と
し
て
採
用
し
た
の
が
、
人
質
徴
収
と
山
形
在
勤
の
方
策
で
あ
っ
た
。

在
地
の
独
立
性
が
高
い
有
力
家
臣
層
を
近
世
的
な
主
従
関
係
に
再
編
成
す

る
に
あ
た
っ
て
、
最
上
氏
は
人
質
徴
収
に
加
え
て
、
有
力
家
臣
に
山
形
参
勤

を
下
命
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
山
形
在
住
に
要
す
る
賄
料
の
存
在
や
、
滝
沢

氏
の
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
山
形
近
郊
に
知
行
地
を
給
付
し
て
、
家
臣
の
山

形
在
勤
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
は
豊
臣
政
権
下
の
在

京
賄
料
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
徳
川
政
権
で
も
、
佐
竹
氏
や
伊
達
氏

な
ど
は
、
関
東
近
在
に
知
行
地
を
宛
行
わ
れ
て
い
た
。
有
力
家
臣
の
城
下
参

勤
は
、
仙
台
藩
や
九
州
の
佐
賀
藩
に
も
見
ら
れ
、
な
か
で
も
鍋
島
佐
賀
藩
は

竜
造
寺
系
家
臣
や
唐
津
衆
・
有
馬
衆
な
ど
複
雑
な
家
臣
団
構
成
を
有
し
て
い

た
の
で
、
最
上
氏
も
類
似
し
た
歴
史
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。

右
の
よ
う
な
家
臣
統
制
の
政
策
を
も
っ
て
し
て
も
、
最
上
氏
は
支
配
統
制

の
脆
弱
さ
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
慶
長
十
九
年(

一
六
一
四)

二
月
の
義
光
死
後
、
元
和
八
年

(

一
六
二
二)

の
改
易
に
至
る
ま
で
、
最
上

領
の
内
部
は

｢

家
中
争
論｣

の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
最
上
家
親
の

死
後
、
そ
の
子
義
俊
の
襲
封
は
あ
っ
た
が
、
跡
目
の
相
続
を
め
ぐ
っ
て
家
臣

間
の
内
訌
は
収
ま
ら
ず
、
家
臣
同
士
で
幕
府
へ
提
訴
を
繰
り
返
す
な
ど
、
事

態
の
収
拾
は
藩
主
義
俊
の
能
力
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
幕
府
は
最
上
氏

の
改
易
を
決
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
元
和
八
年
、
出
羽
探
題
の
系
譜
を

引
く
と
し
て
戦
国
期
出
羽
国
に
威
令
を
行
お
う
と
し
た
最
上
氏
は
、
五
十
七

万
石
を
収
公
さ
れ
、
義
俊
は
近
江
・
三
河
に
一
万
石
の
捨
て
扶
持
を
与
え
ら

れ
て
、
出
羽
国
に
お
け
る
最
上
氏
の
命
脈
は
絶
た
れ
た
。

由
利
の
滝
沢
氏
は
、
最
上
改
易
後
、
入
部
し
て
き
た
六
郷
氏
の
重
臣
と
し

て
召
し
抱
え
ら
れ
、
本
荘
藩
家
老
と
し
て
維
新
を
迎
え
た
。
岩
屋
氏
は
、
改

易
後
、
陸
奥
国
三
春
の
秋
田
氏
を
頼
っ
た
が
、
後
、
秋
田
に
戻
っ
て
子
孫
は

秋
田
藩
に
出
仕
し
た

(

前
掲

｢

源
姓
岩
屋
氏｣)

。
豊
臣
政
権
に
由
利
五
人
衆

の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
た
滝
沢
・
岩
屋
の
両
氏
は
、
以
上
明
ら
か
に
し
た

よ
う
な
過
程
を
経
て
、
戦
国
末
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
時
代
を
生
き
抜
い

た
の
で
あ
っ
た
。

�(

１)
『

秋
田
市
史』

第
八
巻

中
世

史
料
編

(

秋
田
市

一
九
九
六
年)

で
は
、
同
書
一
九
七
頁
に
み
え
る
、
赤
尾
津
豊
前
に
宛
て
た
最
上
義
光
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書
状
を
、
天
正
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
と
比
定
し
、
赤
尾
津
豊
前
を

亀
田
に
居
住
し
て
い
た
小
介
川
氏
で
あ
る
と
い
う
。
小
介(

助)

川
氏
・

赤
尾
津
氏
の
系
図
を
閲
覧
し
て
も
、
豊
前
の
官
名
を
称
し
た
人
物
は
皆

無
で
あ
り
、
天
正
期
の
秀
吉
文
書
や
太
閤
記
な
ど
に
出
て
く
る
同
氏
の

官
名
は
治
部
少
輔
で
あ
る
。『

梅
津
政
景
日
記』

に
頻
出
す
る
赤
尾
津

豊
前
と
は
、
赤
尾
津
に
居
城
を
構
え
て
い
た
時
の
本
城
満
茂
の
呼
称
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
当
該
文
書
は
、
慶
長
七
年
以
降
、
本
城
満
茂
に

宛
て
た
書
状
と
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

な
お

『

秋
田
市
史』
第
二
巻

中
世
通
史
編

(

秋
田
市

一
九
九
九

年)

三
六
八
頁
で
は
、
赤
尾
津
豊
前
を
小
介
川
氏
と
解
釈
し
た
右
の
結

果
に
基
づ
い
て
、
天
正
二
十
年
こ
ろ
に
小
介
川
氏
は
最
上
義
光
へ
銀
子

と
引
立
礼
物
を
送
付
し
、
そ
れ
を

｢
従
者
と
し
て
の
進
物｣

と
記
述
し

て
い
る
。
赤
尾
津
豊
前
が
小
介
川
氏
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
を
も
っ
て
豊
臣
政
権
期
由
利
衆
の
義
光
に
対
す
る
従
属
を
説
く

の
は
、
無
理
が
あ
ろ
う
。

(

２)

注
１
の

『

秋
田
市
史』

第
二
巻

中
世
通
史
編
の
三
六
七
〜
三
六
八

頁
に
お
い
て
も
、
後
掲
の
塩
谷
順
耳
氏

｢

中
世
史
料
編
補
遺｣

(
『

秋

田
市
史
研
究』

六

一
九
九
八
年)

と
同
様
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る

(

該
当
個
所
は
、
塩
谷
氏
が
執
筆
担
当)

。

(

３)
｢

最
上
家
中
分
限
帳｣

(
『

山
形
市
史』

史
料
編
一

最
上
氏
関
係
史

料

山
形
市

一
九
七
三
年

一
三
七
頁)

に
よ
れ
ば
、
志
村
伊
豆
守

光
明
は
、
出
羽
国
酒
田
城
主
で
三
万
石
を
領
し
て
い
た
。
ま
た

｢

最
上

源
五
郎
様
御
時
代
家
中
并
寺
社
方
在
町
分
限
帳｣

(

同
前
一
二
一
頁)

に
は
、
五
万
石
と
み
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
最
上
氏
家
臣
団
に
あ
っ

て
は
、
重
要
な
地
位
に
あ
る
大
身
の
家
臣
で
あ
っ
た
。

塩
谷
氏
論
文
の
解
説

(

四
七
頁)

に
は
突
然
、｢

最
上
義
光
の
側
近

志
村
伊
豆
守
光
安｣

な
る
人
物
が
登
場
し
、
志
村

｢

光
明
は
光
安
よ
り

一
時
期
早
い
人
物
ら
し
い｣

と
し
て
い
る
。
し
か
も

｢

年
欠
八
月
六
日

付
の

『

山
豊
前
様
貴
報』

と
宛
書
き
さ
れ
た
志
村
伊
豆
守
光
明
書｣

を
、

笹じ
ね

子ご

一
揆
と
の
関
係
に
よ
っ
て
慶
長
五
年
と
推
定
し
た
こ
と
か
ら
、
こ

の
間
に
混
乱
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
年
欠
八
月
六
日
付
志
村
伊
豆
守
光

明
書
は
、
従
来
、
差
し
出
し
者
が

｢

志
村
伊
豆
守
光
安｣

と
誤
読
さ
れ

て
お
り

(

例
え
ば
前
掲

『

山
形
市
史』

史
料
編
一
の
二
四
一
頁)

、
塩

谷
氏
は
そ
れ
に
依
り
つ
つ
も
差
し
出
し
者
を
光
安
で
は
な
く
光
明
と
し

た
こ
と
か
ら
、
混
乱
に
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
っ
た
。
同
氏
解
説
の
文
脈

を
正
確
に
復
元
す
れ
ば
、
年
欠
八
月
六
日
付
志
村
伊
豆
守
光
安
書
は
、

笹
子
一
揆
に
関
わ
る
記
事
が
見
ら
れ
る
の
で
、
慶
長
五
年
と
推
定
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
光
明
は
右
の
天
正
十
八
年
と
推
定
さ
れ
る
文
書
に
登

場
す
る
か
ら
、
光
安
よ
り
は

｢

一
時
期
早
い
人
物
ら
し
い｣

と
す
れ
ば
、

同
氏
の
記
述
は
矛
盾
な
く
繋
が
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
塩
谷
氏
論
文
で
言
及
し
て
い
る
、
年
欠
八
月
六
日
付
の

｢

山

豊
前
様
貴
報｣

と
宛
書
き
さ
れ
た
志
村
伊
豆
守
光
明
書
状
は
、
別
稿
で

考
証
し
た
よ
う
に
、
慶
長
五
年
で
は
な
く
慶
長
十
四
年

(

一
六
〇
九)

と
比
定
さ
れ
る
。
文
中
の

｢

笹
子
山
落｣

と
は
笹
子
一
揆
の
こ
と
で
は

な
く
、
慶
長
十
四
年
六
月
、
出
羽
国
由
利
郡
笹
子
で
山や
ま

落お
と
し

す
な
わ
ち
山

賊
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

｢

越
国
之
金
鑿
衆｣

の
大
量
殺
人
事
件

を
指
す
。
詳
し
く
は
、
別
稿

｢

慶
長･

元
和
期
出
羽
国
の
社
会
状
況
―

山
落
・
盗
賊
・
悪
党
の
横
行
と
取
り
締
ま
り
―｣

(

仮
題

『

北
東
北
の

成
立
と
展
開
―
近
世
・
近
現
代
の
地
域
形
成
と
社
会
―』

岩
田
書
院
か

ら
二
〇
〇
二
年
四
月
刊
行
予
定

所
収)

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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な
お
塩
谷
氏
論
文
で
、
慶
長
五
年
五
月
二
十
四
日
の
本
多
忠
勝
書
状

(

秋
田
藩
家
蔵
文
書)

に
見
え
る

｢

貴
殿
之
御
代
官
所｣

の
文
言
か
ら

太
閤
蔵
入
地
の
存
在
を
類
推
し
て
い
る
が
、
当
時
太
閤
蔵
入
地
を

｢

御

代
官
所｣

と
称
し
て
い
た
の
か
確
証
を
得
ら
れ
な
い
の
で
、
同
書
状
に

つ
い
て
の
見
解
は
、
保
留
に
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
粟
野
俊
之

『

織
豊

政
権
と
東
国
大
名』

(

吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
一
年)

二
一
五
〜
二
一

九
頁
に
よ
れ
ば
、
仙
北
の

｢

最
上
殿
御
代
官
所｣

と
は
、
最
上
義
光
の

仙
北
郡
に
与
え
ら
れ
た
義
光
領
で
あ
っ
て
、
太
閤
蔵
入
地
と
は
想
定
し

て
い
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

(

４)
『

酒
田
市
史』

改
訂
版

上
巻

(

酒
田
市

一
九
八
七
年)

二
五
九

頁
所
収
の
写
真
版
の
志
村
伊
豆
守
書
状
の
花
押
も
、
右
の
二
通
の
花
押

影
と
同
様
で
あ
る
。
な
お
右
書
も
光
安
と
記
し
て
い
て
、
名
乗
り
の
表

記
は
正
確
で
な
い
。
ま
た
右
書
に
よ
れ
ば
、
光
明
は
慶
長
十
六
年
八
月

に
死
去
し
、
子
供
の
光
惟
が
跡
目
を
継
い
だ
と
い
う
。

(

５)
『

市
史
Ⅰ
上』

四
九
三
〜
四
九
七
頁
。
祢
々
井
氏
に
は
、｢

出
羽
国
由

利
郡
内
祢
々
井
村
百
六
拾
九
石
壱
斗
事｣

を
宛
行
う
秀
吉
朱
印
状
が
下

付
さ
れ
た

(

同
書
四
九
七
頁)

。
そ
の
他
、
秀
吉
朱
印
状
は
現
存
し
な

く
と
も
、
写
や
控
が
残
っ
て
お
り
、
ま
た
潟
保
氏
、
石
沢
氏
な
ど
の
系

譜
や
覚
書
に
は

｢

御
朱
印｣

を
拝
領
し
た
と
い
う
記
事
が
記
さ
れ
て
い

る
の
で
、
一
〜
二
カ
村
の
村
の
領
主
に
も
領
知
朱
印
状
が
下
付
さ
れ
た

よ
う
だ
。

(

６)

文
禄
二
年
五
月
の
日
明
講
和
交
渉
に
際
し
て
、
秀
吉
は
名
護
屋
在
陣

の
諸
将
か
ら
誓
紙
を
と
っ
て

｢

大
明
国
勅
使｣

に
対
し
て
悪
口
を
言
わ

な
い
よ
う
に
と
厳
命
し
た
。｢

誓
紙
一
巻｣

と
称
さ
れ
た
当
該
史
料
の

紹
介
と
解
説
、
並
び
に
そ
の
間
の
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

奥
羽
大
名
の
肥
前
名
護
屋
在
陣
に
関
す
る
新
史
料
に
つ
い
て
―
文
禄

二
年
五
月

『

誓
紙
一
巻』

の
紹
介
と
若
干
の
考
察
―｣

(『

年
報
市
史
ひ

ろ
さ
き』

第
一
〇
号

二
〇
〇
一
年)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

７)
『

由
利
町
史』

改
訂
版

(

由
利
町
史
編
さ
ん
委
員
会

一
九
八
五
年)

一
五
三
〜
一
五
四
頁
で
も
、
滝
沢
又
五
郎
が
忽
然
と
し
て
歴
史
の
舞
台

か
ら
消
え
た
理
由
は
不
明
と
し
て
い
る
。

(

８)

滝
沢
氏
は
、
由
利
郡
内
の
前
郷
に
慶
長
八
年

(

一
六
〇
三)

か
ら
築

城
を
開
始
し
、
同
十
一
年
に
完
成
し
た
と
い
わ
れ
る
。
前
郷
と
は
、
鳥

海
山
の
前
の
郷
と
い
う
意
味
で
、｢

正
保
四
年
出
羽
一
国
絵
図｣

(

秋
田

県
公
文
書
館
蔵)

に
は
、｢

滝
沢
町
村｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。

『

由
利
町
文
化
財
調
査
報
告
書』

第
一
四
集

埋
蔵
文
化
財
詳
細
分

布
調
査
報
告
書
１

(

秋
田
県
由
利
郡
由
利
町
教
育
委
員
会

二
〇
〇
〇

年)

第
四
章
第
一
三
節
に
よ
れ
ば
、
滝
沢
城
は
次
の
よ
う
な
立
地
環
境

に
あ
っ
た
。
同
城
は
、
子
吉
川
の
中
州
中
流
右
岸
、
沖
積
地
に
形
成
さ

れ
た
標
高
約
一
七
メ
ー
ト
ル
の
段
丘
の
西
端
部
に
位
置
し
て
い
る
。
こ

の
段
丘
は
子
吉
川
の
流
れ
が
何
回
と
な
く
変
化
し
た
結
果
生
じ
た
段
丘

で
、
東
部
を
除
く
北
か
ら
南
に
か
け
て
の
一
段
低
い
水
田
と
の
比
高
は

五
〜
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
滝
沢
城
は
、
こ
の
段
丘
の
南
東
部
端
に
築

城
さ
れ
た
平
城
で
あ
り
、
築
城
当
時
は
子
吉
川
が
こ
の
段
丘
南
端
ま
で

入
り
込
ん
で
流
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
段
丘
南
端

部
は
急
激
に
南
下
の
水
田
に
下
る
断
崖
地
形
を
呈
し
て
お
り
、
築
城
す

る
に
は
適
し
た
地
と
も
い
え
る
、
と
い
う
。

な
お
岩
屋
氏
は
、『

大
内
町
史』

(

大
内
町

一
九
八
九
年

二
〇
五

頁)

に
よ
れ
ば
、
岩
屋
館
に
居
を
構
え
た
と
い
う
が
、
関
係
の
史
料
が

な
い
た
め
詳
か
に
し
得
な
い
。
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(

９)

こ
の
よ
う
に
滝
沢
氏
は
、
最
上
氏
の
家
臣
と
し
て
約
一
万
石
を
領
し

た
と
は
い
え
、
統
一
政
権
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
陪
臣
の
身
分
に
下
降

し
た
わ
け
で
あ
り
、
明
ら
か
に
滝
沢
氏
に
と
っ
て
は
関
ケ
原
の
役
は
マ

イ
ナ
ス
に
作
用
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
徳
川
政
権
に
よ
る
由
利

衆
の
解
体
と
い
う
大
き
な
政
治
的
意
図
が
介
在
し
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
り
、
単
な
る
関
ケ
原
の
役
に
お
け
る
論
功
行
賞
と
い
う
次
元
の
議
論

で
は
解
明
で
き
な
い
背
景
が
存
在
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(

10)
｢

陸
奥
出
羽
天
台
宗｣

(

叡
山
文
庫
蔵
。
同
史
料
に
つ
い
て
は
筑
波
大

学
の
山
本
隆
志
教
授
か
ら
御
教
示
を
頂
い
た)

に
は
、｢

羽
州
羽
黒
山

末
三
ケ
寺｣

の
一
つ
と
し
て
、
由
利
郡
で
は
、｢

本
庄
滝
沢

金
峯
山

龍
洞
寺｣

が
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、｢

支
配
下
修
験
弐
拾
壱
軒｣

と

み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
滝
沢
は
、
羽
黒
修
験
の
由
利
郡
に
お
け
る
拠
点

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
前
掲
注
７
の

『

由
利
町
史』

七
〇
三
〜
七
〇
四
頁

に
よ
れ
ば
、
現
在
同
寺
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
関
係
の
墓
地
を

残
す
の
み
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
同
寺
は
、
由
利
・
滝
沢
両
氏
か
ら
の

崇
敬
が
厚
く
、
一
族
の
中
か
ら
寺
主
に
な
る
も
の
が
い
た
し
、
天
台
宗

を
熱
心
に
広
め
た
の
で
寺
院
の
数
が
三
三
坊
に
達
し
た
と
あ
る
。

(

11)
『

山
形
県
史』

第
二
巻

(

山
形
県

一
九
八
五
年)

九
〇
頁
に
よ
れ

ば
、
最
上
検
地
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
論
評
し
て
い
る
。
最
上
山

形
藩
の
慶
長
十
六

(

一
六
一
一)

、
十
七
年
の
慶
長
検
地
は
、
新
領
知

の
庄
内
・
由
利
地
方
で
一
斉
に
実
施
さ
れ
た
検
地
で
は
あ
っ
た
が
、
庄

内
地
方
と
由
利
地
方
に
基
本
的
と
も
い
う
べ
き
検
地
方
式
の
一
部
に
違

い
が
み
ら
れ
、
ま
た
庄
内
地
方
で
も
川
南
と
川
北
で
若
干
の
違
い
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
何
に
基
づ
く
か
は
簡
単
に
い
え
な

い
が
、
そ
の
一
つ
に
現
地
の
対
応
を
考
慮
し
た
藩
側
の
妥
協
が
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
、
と
い
う
。

(

12)

佐
賀
藩
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
藤
野
保
編

『

佐
賀
藩
の
総
合
研
究』

(

吉
川
弘
文
館

一
九
八
一
年

本
編
第
三
章
第
二
節)

を
参
考
に
し

た
。

�
�

本
稿
を
執
筆
す
る
に
当
た
り
、
青
森
市
史
編
さ
ん
室
嘱
託
員
の
工
藤

大
輔
氏

(

中
央
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期)

と
年
未
詳
八
月
十
七
日

の
志
村
光
明
書
状
に
つ
い
て
検
討
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
同

氏
か
ら
は
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
。
加
え
て
青
森
県
立
郷
土
館
主

任
学
芸
主
査
瀧
本
壽
史
氏
か
ら
は
、
本
稿
全
体
に
つ
い
て
ご
懇
篤
な
ご

意
見
を
頂
い
た
。

ま
た
写
真
２
に
関
し
て
は
、
山
形
県
立
図
書
館
、
仙
台
市
博
物
館
よ

り
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
皆
様
に
対
し
て
、
衷
心
よ
り
感
謝

す
る
次
第
で
あ
る
。
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